
要
旨
「
枕
草
子
」
に
は
陰
陽
道
に
関
す
る
記
事
が
少
な
く
、
仏
教
関
係
の
そ
れ
の
多
さ
、
多
様
さ
と
対
照
的
で
あ
る
。
一
方
「
栄
花
物
語
」

正
篇
は
、
「
枕
草
子
』
と
重
な
る
時
代
・
人
物
を
描
く
部
分
を
含
め
て
、
陰
陽
道
に
関
す
る
記
述
が
多
く
、
禁
忌
を
重
視
し
陰
陽
師
を
信
頼
す

る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
『
枕
草
子
」
に
は
、
官
人
の
陰
陽
師
は
固
有
名
詞
が
見
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ

の
理
由
と
し
て
は
、
視
野
の
問
題
も
あ
る
が
、
出
産
を
含
む
定
子
の
危
機
そ
の
も
の
を
一
切
記
し
て
い
な
い
為
に
登
場
の
機
会
が
な
か
っ
た
、

実
際
に
道
隆
が
兼
家
や
道
長
・
頼
通
ほ
ど
に
禁
忌
を
遵
守
し
陰
陽
師
を
重
用
し
て
い
な
か
っ
た
、
験
者
や
法
師
ほ
ど
に
は
身
近
で
な
か
っ
た
、

と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
記
事
は
少
な
い
も
の
の
、
陰
陽
師
に
従
う
小
童
部
や
法
師
陰
陽
師
、
更
に
は
式
神
ま
で
、
陰
陽
師
の

周
辺
に
い
る
も
の
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
院
政
期
の
説
話
な
ど
に
は
散
見
す
る
が
、
陰
陽
道
関
係
の
記
事
が
多
様
で
あ
る
「
字

津
保
物
語
」
を
含
め
、
仮
名
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
何
か
の
理
由
で
文
学
作
品
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
風
俗
や
言
葉
が
、
「
枕
草
子
」

に
よ
っ
て
垣
間
見
え
る
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、
「
呪
誼
」
の
明
記
も
珍
し
い
が
、
伊
周
や
高
階
氏
に
よ
る
道
長
方
呪
誼
の
史
実
を
考
慮
す
る
と
、

記
し
た
こ
と
に
挑
発
的
意
味
あ
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
物
忌
・
方
違
に
つ
い
て
は
風
俗
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
様
子
が
見
え
、
口
実
と
し

て
利
用
す
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
呪
誼
、
凶
会
日
、
物
忌
札
や
物
忌
の
描
き
方
に
お
い
て
は
、
禁
忌
意
識
は
薄
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
記

事
は
連
続
し
て
出
て
く
る
こ
と
が
多
い
。
特
定
の
物
忌
は
、
一
条
天
皇
四
例
、
村
上
天
皇
・
伊
周
・
繁
子
・
清
少
納
言
各
一
例
で
、
定
子
の
物

忌
は
無
い
。
伊
周
や
清
少
納
言
の
物
忌
は
、
定
子
と
の
心
の
繋
が
り
の
確
認
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
「
蜻
蛉
日
記
」
や
「
和
泉
式
部
日
記
」

と
愛
情
の
種
類
は
異
な
る
が
、
表
現
方
法
は
同
じ
だ
と
言
え
る
。

『
枕
草
子
』
と
陰
陽
道

ｌ
他
の
仮
名
散
文
と
比
較
し
つ
つ
Ｉ

中
島
和
歌
子
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｢枕草子」と陰陽道（中島）

（
１
）

平
安
時
代
の
文
学
作
品
と
陰
陽
道
と
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
は
戦
前
か
ら
あ
る
が
、
特
に
一
つ
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
場
合
は
、
「
源

（
２
）

氏
物
語
」
（
以
下
「
源
氏
」
、
書
名
は
適
宜
略
す
）
や
「
蜻
蛉
日
記
」
に
限
ら
れ
て
い
る
。
「
枕
草
子
」
は
、
陰
陽
道
に
関
す
る
事
柄
が
あ

ま
り
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
部
分
的
に
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
総
合
的
に
扱
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
全
体
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
陰
陽
道
の
実
態
を
か
い
ま
見

る
と
共
に
、
陰
陽
道
か
ら
見
た
作
品
の
特
徴
も
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
「
枕
草
子
」
に
時
代
的
に
近
い
他
の
仮
名
作
品
（
主
に
和

（
３
）

歌
や
説
話
以
外
）
で
の
描
か
れ
方
と
の
比
較
も
行
う
。
な
お
「
源
氏
」
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
成
果
に
基
づ
き
別
稿
で
述
べ
た
の
で
、
本

稿
で
の
言
及
は
最
小
限
に
留
め
る
。
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
４
）

具
体
例
を
見
る
前
に
、
山
下
克
明
氏
に
よ
る
陰
陽
道
の
定
義
を
引
用
し
て
お
く
。
前
稿
で
も
、
こ
の
よ
う
に
限
定
的
に
捉
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
「
源
氏
」
に
お
け
る
否
定
的
な
扱
い
（
物
語
を
作
る
方
法
と
し
て
は
重
視
）
の
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
述
べ
た
。

一
般
的
に
陰
陽
道
と
は
中
国
よ
り
そ
の
ま
ま
の
形
で
伝
来
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
中
国
に
陰
陽
道
と
い
う
名
称
や
宗
教
体
系
は
な

い
。
確
か
に
占
い
や
祭
祀
は
中
国
の
陰
陽
・
五
行
家
説
に
起
源
を
も
つ
も
の
が
多
い
が
、
道
教
や
密
教
の
影
響
も
あ
り
、
そ
こ
に
は

日
本
的
な
宗
教
観
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
選
択
と
展
開
が
あ
っ
た
。
そ
の
名
称
は
（
中
略
）
暦
道
や
天
文
道
と
と
も
に
十
世
紀
頃
か
ら

一
般
化
し
た
も
の
で
、
明
経
道
や
紀
伝
道
が
そ
の
学
派
や
学
術
を
指
す
よ
う
に
、
陰
陽
道
も
陰
陽
寮
出
身
の
呪
術
宗
教
家
陰
陽
師
グ

ル
ー
プ
や
そ
の
担
う
学
術
・
宗
教
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ゆ
え
に
平
安
時
代
に
成
立
し
た
陰
陽
道
の
内
容
は
、
陰

陽
師
達
の
職
務
範
囲
を
示
す
も
の
と
な
る
が
、
そ
れ
は
大
き
く
分
け
て
、
占
術
、
日
時
・
方
忌
の
勘
申
、
呪
術
祭
祀
の
三
つ
に
ま
と

め
ら
れ
る
。

は
じ
め
に
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③
（
済
時
が
）
「
か
の
宮
（
昌
子
内
親
王
）
は
宝
い
と
多
く
持
た
せ
た
ま
へ
る
宮
な
り
。
故
朱
雀
院
の
御
宝
物
は
た
だ
こ
の
宮
に
の
み
こ

そ
は
あ
む
な
れ
。
こ
の
宮
（
永
平
親
王
）
は
幸
ひ
お
は
し
け
る
宮
な
り
。
宝
の
王
に
な
り
た
ま
ひ
な
ん
と
す
」
と
て
、
笥
副
し
て
参
り

初
め
さ
せ
給
へ
り
。
含
栄
花
」
月
の
宴
仙
七
九
・
天
禄
二
年
）

④
そ
の
こ
ろ
吉
日
し
て
、
故
北
の
方
（
高
階
貴
子
）
の
御
墓
を
拝
み
に
、
帥
殿
（
伊
周
）
、
中
納
言
殿
（
隆
家
）
も
ろ
と
も
に
桜
本
に
詣

ら
せ
た
ま
ふ
。
（
「
栄
花
」
浦
々
の
別
仙
二
九
四
・
長
徳
四
〈
史
実
で
は
三
〉
年
十
二
月
）

ま
た
「
枕
草
子
」
に
は
、
「
源
氏
」
（
葵
側
二
七
）
や
「
栄
花
」
（
楚
王
の
ゆ
め
③
五
二
三
）
の
よ
う
な
、
陰
陽
師
（
後
者
は
安
倍
吉
平
）

①
「
引
例
判
判
当
剛
、
蜘
刈
同
剴
引
則
な
る
を
」
と
定
め
て
し
か
ぱ
、
こ
れ
（
養
女
）
迎
へ
に
も
の
す
。

（
『
蜻
蛉
」
下
．
二
八
四
・
天
禄
三
年
二
月
、
そ
の
他
三
二
九
等
に
「
よ
き
日
」
が
あ
る
）

②
正
月
晦
日
に
、
よ
き
日
あ
り
け
る
に
「
物
詣
す
る
人
ぞ
よ
か
な
る
」
と
て
、
三
、
四
の
君
、
北
の
方
な
ど
し
て
、
忍
び
て
清
水
に
ま
う

（
７
）

づ
・

（
「
落
窪
」
二
・
一
七
○
）

き
ひ
ど
の
明
記
が
二

に
は
見
当
た
ら
な
い
。

㈹
日
時
等
の
吉
凶

（
５
）

「
源
氏
」
に
は
、
「
暦
の
博
士
」
（
陰
陽
寮
の
官
名
、
広
義
の
陰
陽
師
）
が
吉
日
を
勘
申
し
た
例
と
、
光
源
氏
や
薫
ら
が
自
ら
暦
を
見
て

（
６
）

判
断
し
た
例
と
が
、
合
わ
せ
て
十
例
余
り
見
ら
れ
、
他
作
品
に
も
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
特
に
「
栄
花
物
語
」
は
他
に
も
「
吉
日
（
よ

き
ひ
ご
の
明
記
が
二
十
箇
所
ほ
ど
見
ら
れ
る
の
だ
が
（
す
べ
て
正
篇
、
他
に
後
掲
⑩
等
が
あ
る
）
、
時
代
的
に
は
一
部
重
な
る
「
枕
草
子
」

以
下
、
こ
の
陰
陽
師
の
職
務
の
分
類
を
目
安
に
、
三
つ
に
分
け
て
用
例
を
見
て
い
く
。

｜
、
日
時
・
方
角
等
の
吉
凶
（
凶
会
日
と
方
違
）
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（
史
料
・
研
究
は
略
す
、
角
川
書
店
「
平
安
時
代
史
事
典
」
凶
会
日
の
項
、
小
坂
眞
二
氏
執
筆
）

「
和
泉
古
典
叢
書
」
の
本
殿
の
頭
注
に
も
「
年
間
七
十
九
日
ば
か
り
も
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
枕
草
子
」
の
注
釈
書
で

（
８
）

は
該
当
す
る
日
（
「
拾
芥
抄
」
下
末
・
諸
事
吉
凶
部
第
三
十
八
参
照
）
の
多
さ
が
、
「
こ
と
に
人
に
知
ら
れ
ぬ
」
理
由
と
し
て
よ
く
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
確
か
に
、
「
紫
式
部
日
記
」
寛
弘
六
年
正
月
一
日
条
（
一
八
七
、
敦
成
親
王
の
戴
餅
停
止
）
に
も
見
え
る
「
炊
日
」
（
具
注
暦

で
は
「
九
炊
」
、
正
月
は
辰
、
な
ど
各
節
月
に
一
種
類
）
な
ど
と
比
べ
る
と
多
い
し
、
ま
た
、
「
単
陽
」
以
下
の
総
称
で
あ
っ
て
（
暦
序
参

照
）
、
具
注
暦
に
「
凶
会
」
と
注
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
暦
を
見
れ
ば
わ
か
る
。
逆
に
言
う
と
、
暦
を
見
な
け
れ
ば
わ
か

ら
な
い
凶
日
な
の
で
あ
る
。
「
口
遊
」
に
も
炊
日
・
帰
忌
日
・
往
亡
日
・
復
日
等
の
凶
日
の
暗
記
法
が
あ
る
が
、
凶
会
日
は
見
え
な
い
。

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
五
’
七
「
仮
名
暦
あ
っ
ら
へ
た
る
事
」
や
現
存
最
古
の
「
中
右
記
」
紙
背
の
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
の
仮
名
暦
で

（
９
）

は
、
「
か
ん
に
ち
」
「
か
む
日
」
等
と
共
に
「
く
ゑ
に
ち
」
「
く
ゑ
日
」
と
明
記
さ
れ
、
女
性
に
も
身
近
な
凶
日
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

（
皿
）

か
る
・
藤
本
勝
義
氏
は
【
二
四
六
】
が
当
時
は
仮
名
暦
が
無
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
節
月
に
よ
っ
て
数

が
変
わ
る
、
干
支
の
組
合
せ
で
あ
る
な
ど
、
複
雑
で
具
注
暦
を
常
に
参
照
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
の
で
、
一
切
の
行
動
が
規
制
さ
れ
る

に
よ
る
「
吉
時
」
の
勘
申
も
無
い
。
そ
も
そ
も
「
枕
草
子
』
の
日
記
的
章
段
は
、
知
ら
れ
る
よ
う
に
日
付
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
と
共
に
、

時
刻
表
記
も
あ
ま
り
無
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
忌
む
べ
き
日
時
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
一
例
が
あ
る
。

【
二
四
六
】
こ
と
に
人
に
知
ら
れ
ぬ
も
の
。
凶
封
副
到
ｑ
剃
回
制
引
。
人
の
女
親
の
老
い
に
た
る
。
（
全
文
）

儀
鳳
暦
以
下
の
具
注
暦
注
で
、
大
歳
位
等
に
当
た
ら
な
い
単
陽
・
単
陰
・
陰
陽
衝
破
・
陰
陽
交
破
な
ど
。
刑
到
劉
掴
剛
細
称
。
且
笥
剛

副
‐
ゞ
刻
印
割
引
制
判
劇
た
め
、
「
こ
と
に
人
に
知
ら
れ
ぬ
も
の
」
と
も
い
わ
れ
る
。
な
お

と
重
な
っ
て
も
用
い
る
べ
か
ら
ず

と
さ
れ
る
。

月
（
節
切
）
ご
と
に
唾

法
ま
た
干
支
の
日
で

仮
名
暦
ｒ
は
く
ゑ
日
と
注
さ
れ
る

月
に
三
日
（
正
月
な
ど
）
か
ら
十
汽

○
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「
こ
と
に
人
に
知
ら
れ
ぬ
」
と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
そ
の
他
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
い
る
、
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

「
枕
草
子
」
で
は
そ
れ
ら
の
凶
日
は
、
取
り
上
げ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
唯
一
取
り
上
げ
た
凶
会
日
も
、
軽

視
さ
れ
る
点
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
他
の
作
品
に
は
、
忌
む
べ
き
日
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
に
あ
る
人
が
「
日
次
」
を
気
に
す
る
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
夕
霧
（
母
は
藤
原
氏
）
に
関
し
て
は
、
更
に
二
例
あ
る
（
藤
袴
⑧
三
三
一
、
夕
霧
側
四
三
九
）
。

⑤
（
遠
度
の
手
紙
に
は
）
「
（
兼
家
は
）
「
こ
の
月
、
（
結
婚
に
は
）
副
詞
調
ｕ
刺
馴
け
り
。
月
た
ち
て
」
と
な
む
、
暦
御
覧
じ
て
、
た
だ
い

ま
も
の
た
ま
は
す
る
」
な
ど
ぞ
書
い
た
る
。
い
ち
や
は
き
暦
に
も
あ
る
か
な
、
な
で
ふ
こ
と
な
り
、
よ
に
あ
ら
じ
、
こ
の
文
書
く
人

の
そ
ら
ご
と
な
ら
む
と
思
ふ
。
（
『
蜻
蛉
』
下
．
三
二
八
・
天
延
二
年
三
月
、
以
下
日
次
に
関
す
る
記
事
が
続
く
）

⑥
（
夕
霧
が
落
葉
宮
を
訪
ね
る
の
に
）
蜘
副
に
も
あ
り
け
る
を
、
も
し
た
ま
さ
か
に
（
自
分
と
の
結
婚
を
）
思
ひ
ゆ
る
し
た
ま
は
ば
、

劃
ｕ
洲
剖
引
刺
、
な
ほ
よ
か
ら
む
こ
と
を
こ
そ
と
、
引
副
削
釧
ｕ
劃
咽
に
思
し
て
、
（
「
源
氏
」
夕
霧
側
四
三
三
）

「
枕
草
子
」
に
は
こ
の
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
同
じ
藤
原
摂
関
家
の
一
員
で
あ
っ
て
も
、

（
皿
）

道
隆
ら
は
兼
家
や
道
長
と
異
な
り
日
次
に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
性
格
で
あ
っ
た
、
と
は
言
え
な
い
。
仮
名
作
品
で
も
前
掲
④
の
「
栄
花
」
の

例
（
伊
周
・
隆
家
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
枕
草
子
」
は
彼
ら
の
「
猿
楽
言
」
好
み
（
【
一
○
○
一
三
七
九
】
一
二
六
三
】
等
）
ほ
ど
に
は
、

そ
れ
を
強
調
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
定
子
の
「
厄
年
」
も
『
栄
花
」
に
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
『
枕
草
子
」
に
は
見
え
な
い
。

⑦
「
そ
れ
（
懐
妊
）
を
う
れ
し
と
思
ふ
く
き
に
も
は
べ
ら
ず
。
判
銅
は
人
の
倒
制
到
割
圏
だ
も
あ
り
、
祠
瑠
な
ど
に
も
心
細
く
の
み
言

あ
る
）
。

大
凶
日
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
限
ら
れ
た
人
以
外
に
は
知
ら
れ
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
「
枕
草
子
解
環
』
に
同
様
の
指
摘
が
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あ
た
れ
ば
、
い
か
に
い
か
に
と
悩
ま
し
げ
に
こ
の
殿
ば
ら
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
い
と
ど
苦
し
げ
に
お
は
し
ま
す
。
さ
る
べ

き
戒
、
御
調
経
な
ど
隙
な
し
。

（
『
栄
花
』
と
り
べ
野
仙
三
二
五
・
長
保
二
年
十
二
月
）

当
時
の
「
厄
年
」
含
宇
津
保
」
楼
の
上
・
下
・
九
○
二
は
「
や
く
ね
」
と
す
る
）
は
、
「
十
余
三
、
州
斜
到
、
舟
七
、
冊
九
、
六
十
一
、

七
十
三
、
九
十
一
〈
謂
之
回
銅
と
（
「
口
遊
」
人
倫
門
）
つ
ま
り
生
年
の
十
二
支
の
年
で
あ
り
、
長
保
二
年
（
一
○
○
○
）
に
定
子
が
二

十
五
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
説
（
『
大
鏡
裏
書
」
等
）
に
は
合
う
。
し
か
し
、
「
権
記
』
十
二
月
十
六
日
条
は
、
入
内
し
た
正
暦
元
年
（
九
九

○
）
を
「
年
十
四
」
と
し
「
崩
年
廿
四
」
と
す
る
。
史
料
的
価
値
か
ら
、
『
権
記
」
に
従
う
べ
き
で
あ
る
二
平
安
人
名
辞
典
ｌ
長
保
二
年

ｌ
」
や
「
新
全
集
」
頭
注
）
。
「
栄
花
」
が
実
際
に
二
十
四
歳
で
あ
っ
た
定
子
を
厄
年
の
二
十
五
歳
と
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
源
氏
」
薄

雲
の
藤
壺
死
去
の
年
齢
（
三
十
七
歳
）
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
⑦
の
「
宿
曜
」
（
宿
曜
勘
文
の
う
ち
一
年
の
こ
と
を
占
う
行
年
勘

文
）
の
こ
と
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
時
期
的
に
早
く
、
「
源
氏
」
桐
壺
・
澪
標
の
例
（
一
生
を
占
う
生
年
勘
文
）
を
ふ
ま
え
た
脚
色
と
考

「
枕
草
子
」
に
は
、

（
吃
）

七
】
一
二
九
八
】
等
）
、

を
語
る
こ
と
は
な
い
。

え
ら
れ
る
。

な
お
「
枕
草
子
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
密
教
の
星
辰
供
を
取
り
上
げ
た
り
、
七
夕
以
外
に
も
星
を
取
り
上
げ
た
章
段
（
三
四
八
】
一
二

三
九
】
星
は
）
が
あ
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
が
、
宿
曜
勘
文
に
関
す
る
も
の
は
見
え
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
陰
陽
道
の
禁
忌
の

⑧
宮
の
御
心
地
悩
ま
し
う
思
さ
れ
て
、
今
日
や
今
日
や
と
待
ち
お
ぼ
さ
る
る
に
、
割
劉
哨
は

ひ
て
は
く
れ
ば
、
な
ほ
い
と
こ
そ
さ
あ
ら
む
に
つ
け
て
も
心
細
か
る
べ
け
れ
」
な
ど
ぞ
、
う
ち
語
ら
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。

（
『
栄
花
」
か
か
や
く
藤
壺
仙
三
一
二
・
長
保
二
年
三
月
）

こ
の
年
の
こ
と
を
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
章
段
が
あ
る
が
（
【
六
】
【
九
】
【
四
六
】
【
二
二
五
】
【
二
三
○
】
【
二
七

知
ら
れ
る
よ
う
に
年
末
十
二
月
十
六
日
の
定
子
の
嶬
子
内
親
王
出
産
後
の
死
（
他
の
妊
娠
・
出
産
も
）
そ
の
も
の

い
み
じ
う
慎
ま
せ
た
ま
ふ
べ
き
御
年
に
さ
へ
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場
合
と
異
な
り
、
【
六
】
［
四
六
】
等
に
登
場
す
る
行
成
で
さ
え
、
「
権
記
」
に
よ
る
と
前
年
の
長
保
元
年
十
月
十
六
日
に
初
め
て
宿
曜
勘

文
を
興
福
寺
の
宿
曜
師
仁
宗
か
ら
送
ら
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
の
で
（
翌
年
正
月
二
十
七
日
に
は
宿
曜
物
忌
を
し
て
い
る
）
、
清
少
納
言
が

全
く
知
ら
な
か
っ
た
為
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

【
二
八
○
】
き
ら
き
ら
し
き
も
の
。
孔
雀
経
の
御
読
経
、
御
修
法
。
（
中
略
）
尊
凰
判
司
矧
嗣
賜
濁
、
季
の
御
読
経
、
燭
閣
朝
洲
捌
馴
泗
糊
。

方
角
禁
忌
に
つ
い
て
は
、
加
納
氏
が
夙
に
「
蜻
蛉
」
「
源
氏
」
の
他
、
『
大
和
物
語
」
八
・
八
九
・
一
○
三
段
、
「
平
中
物
語
」
二
五
段
、

『
枕
草
子
』
【
二
三
【
七
八
】
、
「
和
泉
式
部
日
記
」
（
三
三
、
六
七
）
、
「
栄
花
」
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
」
巻
四
の
例
と
、
「
土
忌
み
（
犯
士
）
」

二
蜻
蛉
」
下
．
三
○
八
・
天
禄
三
年
、
『
更
級
日
記
』
三
○
○
、
そ
の
他
『
堤
中
納
言
物
語
』
は
い
ず
み
・
四
七
九
や
「
狭
衣
物
語
』

一
・
一
二
五
～
一
二
九
、
『
浜
松
』
三
・
二
三
四
に
も
見
え
る
）
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
蜻
蛉
』
の
方
忌
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
ど
の
方

（
過
）

角
神
を
忌
む
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
う
ち
「
ふ
る
年
に
節
分
す
る
を
、
『
こ
な
た
に
』
」
（
下
．
三
六
○
・
天
延
二
年
十
二
月
）

【
二
八
○
】

②
方
忌
・
方
違

⑨
そ
こ
ら
の
御
願
の
験
に
や
、
仏
神
の
御
験
の
あ
ら
は
る
べ
き
に
や
、
（
道
長
の
病
気
は
）

⑩
吉
平
（
晴
明
男
）
も
涙
に
む
せ
て
（
中
略
）
「
今
日
こ
そ
は
、
ま
づ
（
嬉
子
の
遺
骸
を
）

方
角
の
吉
凶
に
つ
い
て
も
、
「
栄
花
」
に
は
あ
る
「
吉
方
（
よ
き
か
た
）
」
が
、
「
枕
草
子
」
に
は
見
え
な
い
。

ぶ
べ
割
よ
し
、
陶
陽
師
囿
劃
（
安
倍
晴
明
と
賀
茂
光
栄
、
う
た
が
ひ
③
一
七
三
参
照
）
申
せ
ば
、
さ
る
べ
き
所
を
合
せ
て
問
は
せ
給

へ
ば
、
尚
侍
（
綏
子
）
の
住
み
た
ま
ひ
し
土
御
門
を
ぞ
吉
方
と
申
せ
ば
、
渡
ら
せ
給
ふ
。
（
中
略
）
い
と
久
し
う
悩
み
た
ま
ひ
て
、

お
こ
た
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
（
「
栄
花
』
と
り
べ
野
川
三
三
四
・
長
保
三
年
〈
二
年
四
月
か
ら
六
月
末
の
病
の
こ
と
か
〉
）

申
す
。

ぶ
ら
ふ
め
れ
」
。
（
中
略
）
（
道
長
が
）
問
は
せ
た
ま
へ
ぱ
、
法
興
院
は
吉
方
に
さ
ぶ
ら
ふ
め
り
、
今
宵
法
興
院
に
お
は
し
ま
す
く
う

御
葬
送
は
、
こ
の
月
十
五
日

と
申
す
。
二
栄
花
』
楚
王
の
ゆ
め
⑨
五
二
．
万
寿
二
年
八
月
六
且

納
め
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
べ
き
日

所
替
へ
さ
せ
た
ま
は
ば
お
こ
た
ら
せ
た
ま

に

さ
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た
。
（
以
下
・
史
料
・
研
究
は
略
す
、
角
川
書
店
「
平
安
時
代
史
事
典
」
節
分
の
項
、
山
下
克
明
氏
執
筆
）

共
に
立
春
前
日
の
節
分
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
増
田
繁
夫
氏
は
、
立
夏
（
四
月
節
）
・
立
秋
（
七
月
節
）
・
立
冬
（
十
月
節
）
前

日
だ
け
で
な
く
、
「
帥
記
」
永
保
元
年
（
一
○
八
二
十
一
月
十
三
日
条
（
十
四
日
が
冬
至
Ⅱ
十
一
月
中
）
の
「
違
節
分
」
の
「
小
屋
」

で
の
「
夜
宿
」
の
例
な
ど
、
各
月
の
節
と
中
に
入
る
前
を
指
し
た
例
を
挙
げ
、
合
わ
せ
て
、
他
の
家
で
一
泊
せ
ず
に
、
車
中
の
ま
ま
夜
明

（
必
）

け
の
寅
の
刻
を
待
っ
て
帰
宅
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
立
春
前
日
の
例
が
多
く
、
特
に
【
二
八
三
一

は
寒
さ
か
ら
も
立
春
前
夜
の
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
れ
の
み
に
限
定
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
枕
草
子
」
で
は
、
方
違

自
体
は
当
時
の
風
俗
の
一
つ
と
し
て
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
和
歌
で
方
違
が
詠
ま
れ
る
際
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
夜
具

（
「
古
今
集
」
八
七
六
、
「
赤
染
衛
門
集
」
七
四
・
一
○
八
）
や
枕
（
「
拾
遺
集
」
二
九
○
、
「
続
詞
花
集
」
八
○
九
、
『
兼
輔
集
」
七
六
等
）

で
は
な
く
、
同
じ
主
の
も
て
な
し
で
も
食
事
を
取
り
上
げ
た
点
が
、
特
徴
的
で
あ
る
。

と
あ
る
の
は
、
節
分
方
違
の
為
の
誘
い
で
あ
る
と
い
う
。

『
枕
草
子
」
中
の
方
忌
・
方
違
は
、
右
の
二
段
を
含
め
四
例
で
あ
る
。
節
分
方
違
に
関
す
る
二
例
を
先
ず
掲
げ
る
。

【
こ
こ
す
さ
ま
じ
き
も
の
。
（
中
略
）
湖
適
に
行
き
た
る
に
あ
る
じ
（
饗
応
）
せ
ぬ
所
。
ま
い
て
飼
矧
な
ど
は
い
と
す
さ
ま
じ
・

【
二
八
三
飼
矧
荊
還
な
ど
し
て
、
閥
網
引
矧
馴
、
寒
き
こ
と
い
と
わ
り
な
く
、
頤
な
ど
も
み
な
落
ち
ぬ
べ
き
を
、
か
ら
う
し
て
来
着

き
て
、
火
桶
引
き
寄
せ
た
る
に
、
火
の
大
き
に
て
、
つ
ゆ
黒
み
た
る
所
も
な
く
め
で
た
き
を
、
こ
ま
か
な
る
灰
の
中
よ
り
起
こ
し
出

で
た
る
こ
そ
、
い
み
じ
う
を
か
し
け
れ
。

立
春
の
日
、
玉
棡
楜
剛
四
調
剤
河
『
に
所
在
の
方
角
を
変
え
遊
行
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
、
平
安
時
代
に
は
（
【
二
八
三
】
冒
頭
を

引
く
、
略
）
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、

四
季
の
移
り
変
わ
る
日
。

一
十
四
節
芦
の
う
ち
立
春
立
夏
立
秋
工
冬
の
前
ロ
。

貢
族
た
ち
は
あ
ら
か
じ
め
行
動
の
自
由
を
得
る
た
め
に
、

を
い
う
。
淵
創
刷
禰
の
矧
鯏
何
割
詞
剛
側
ゴ
ョ
哨
司
制
。
の

節
分
の
夜
に
し
ば
し
ば
方
違
を
行
っ
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劇
刈
固
鳳
洲
洲
弓
倒
ｕ
。
（
中
略
こ
と
宣
た
ま
へ
り
し
か
ど
、
（
中
略
）
「
西
の
京
と
い
ふ
所
の
あ
は
れ
な
り
つ
る
こ
と
。
（
後
略
こ

「
二
月
廿
よ
日
」
は
、
三
巻
本
勘
物
の
「
長
徳
二
年
、
信
経
記
州
ヨ
剛
甲
午
、
明
倒
副
飼
醐
罰
謂
禰
、
八
省
行
幸
、
刺
旬
剰
飼
制
測
醐
劃
訓
、

不
御
箪
車
、
永
宣
旨
人
、
但
車
尋
常
檀
榔
毛
也
」
か
ら
、
長
徳
二
年
二
月
二
十
三
日
と
す
る
も
の
と
二
角
川
文
庫
」
「
和
泉
古
典
叢
書
」

等
、
Ａ
説
と
す
る
）
、
二
十
五
日
の
臨
時
奉
幣
当
日
と
す
る
も
の
（
「
大
日
本
史
料
」
「
解
環
」
等
、
Ｂ
説
）
が
あ
る
。
ま
た
、
方
塞
が
り

に
つ
い
て
は
、
「
解
環
」
に
「
二
十
三
日
甲
弔
か
ら
対
削
謝
剛
刃
斗
釧
側
が
南
刻
に
遊
行
す
る
の
で
、
斉
信
は
、
鞠
周
調
か
ら
側
聞
ヨ
山
爾
に

当
た
る
内
裏
に
帰
る
こ
と
を
避
け
て
、
い
っ
た
ん
西
の
方
へ
行
き
、
角
度
を
変
え
て
（
方
違
え
）
、
内
裏
に
帰
参
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る

（
賜
）

う
」
と
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
暦
注
の
一
部
を
抜
き
出
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
〔
〕
内
に
太
白
神
（
「
大
和
』
八
段
の
「
ひ
と
夜
め

ぐ
り
」
）
の
方
角
を
補
っ
た
。

朋
日
発
日
対
将
罰
漕
倒
爾
、
刃
斗
劃
刺
型
、
忌
遠
行
、
重
〔
南
東
〕

Ａ
調
印
刷
刈
弔
対
禍
、
ヨ
ョ
司
（
出
棉
型
。
〔
南
〕
Ａ
定
子
職
御
曹
司
退
出
○
、
斉
信
鞍
馬
参
詣
△

旬
斉
信
画
荊
刺
道
×

別
日
乙
未
五
墓
、
血
忌
、
復
〔
南
西
〕

Ｂ
調
副
丙
劇
春
分
、
二
月
中
、
歳
徳
、
（
神
吉
）
〔
西
〕
斉
信
未
明
内
裏
帰
参
Ｂ
定
子
退
出
△
、
斉
信
参
詣

一
斉
信
西
京
方
違

茄
日
丁
酉
歳
下
食
、
厭
〔
北
西
〕

”
日
戊
戌
月
殺
〔
北
〕
斉
信
未
明
内
裏
帰
参

ま
ず
方
角
神
に
つ
い
て
は
、
暦
注
に
あ
る
よ
う
に
二
十
二
日
「
癸
巳
」
か
ら
天
一
神
二
源
氏
」
帯
木
の
「
中
神
」
）
は
天
上
に
在
る
の

他
の
二
例
は
日
記
的
章
段
で
あ
り
、
一
般
論
で
は
な
い
。
［
七
八
】
が
長
徳
二
年
（
九
九
五
）
、
三
五
六
】
が
前
年
の
こ
と
で
あ
る
。

【
七
八
】
週
劉
銅
内
斗
司
馴
刺
到
剛
、
宮
の
職
へ
出
で
さ
せ
給
ひ
し
御
供
に
参
ら
で
、
梅
壺
に
残
り
居
た
り
し
ま
た
の
日
、
頭
中
将
（
斉

信
）
の
御
消
息
と
て
、
「
昨
日
の
夜
、
鞍
馬
に
詣
で
た
り
し
に
、

フ
宵
方
の
ふ
た
が
り
け
れ
ば
、
方
違
に
な
ん
い
く

Ｏ
對
判
『
制
祠
凹
制
叫
州
訓
四
Ⅷ
可
割
引
帥
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で
、
こ
こ
で
は
無
関
係
で
あ
る
（
院
政
期
以
降
の
金
神
の
忌
も
無
関
係
）
。
し
か
し
大
将
軍
が
同
じ
く
「
癸
巳
」
に
本
宮
（
長
徳
二
年
申

年
か
ら
三
年
間
は
南
）
に
還
る
の
で
、
西
に
遊
行
す
る
二
十
九
日
「
庚
子
」
ま
で
は
確
か
に
南
が
塞
が
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
「
解
環
」
の

後
半
に
言
う
通
り
、
斉
信
は
方
違
を
行
っ
た
。

ま
た
、
「
小
右
記
」
に
よ
る
と
、
定
子
の
「
行
啓
」
は
当
初
二
月
十
一
日
「
壬
午
」
に
予
定
さ
れ
て
い
た
の
が
延
引
し
た
も
の
で
（
元

の
担
当
者
は
蔵
人
頭
斉
信
）
、
三
月
四
日
「
甲
辰
」
に
は
職
御
曹
司
か
ら
、
更
に
二
条
北
宮
に
「
出
御
」
し
て
い
る
。
「
壬
午
」
「
甲
辰
」

（
肥
）

共
に
移
徒
吉
日
・
出
行
吉
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
同
じ
く
両
吉
日
の
「
甲
午
」
に
退
出
し
た
と
す
る
Ａ
説
が
捨
て
が
た
い
。
し
か

し
、
二
月
（
節
月
）
の
「
午
」
は
凶
日
の
大
禍
日
（
た
い
か
に
ち
）
で
あ
る
し
（
「
御
堂
関
白
記
」
長
和
二
年
六
月
二
十
七
日
条
に
「
件

日
唯
可
忌
ヨ
封
歎
」
と
あ
る
）
、
太
白
神
が
南
西
に
在
る
日
（
暦
日
で
四
の
つ
く
日
）
に
、
鞍
馬
か
ら
西
京
に
行
け
る
の
か
と
い
う
疑
問

も
残
る
。
そ
の
点
で
Ｂ
説
は
問
題
が
無
い
。
『
権
記
」
長
徳
元
年
十
月
十
日
勢
調
条
「
中
宮
御
読
経
結
願
〈
参
梅
詞
マ
女
院
・
判
河
田
紺
。

（
Ⅳ
）

自
明
日
有
（
凋
潤
加
伺
謂
伽
引
割
倒
凹
の
よ
う
に
、
何
か
の
影
響
を
受
け
た
定
子
の
職
御
曹
司
退
出
が
吉
日
以
外
の
例
も
あ
る
の
で
、
Ｂ

説
が
適
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
例
も
斉
信
関
連
章
段
で
あ
り
、
神
事
の
為
の
定
子
の
退
出
に
関
わ
る
。

【
一
五
六
】
胡
悶
刎
制
鯏
咽
馴
引
引
、
対
印
刷
訓
副
詞
Ｈ
判
倒
剛
、
対
禰
と
い
ふ
こ
と
に
て
、
宮
の
出
で
さ
せ
給
ふ
べ
き
を
、
糊
刎
制
雪
圖
訓

を
揃
封
ｕ
と
て
、
旬
剛
司
判
剥
釧
卯
に
渡
ら
せ
給
へ
り
。
（
中
略
）
翌
朝
、
見
れ
ば
、
屋
の
さ
ま
、
い
と
平
に
短
く
、
瓦
葺
に
て
周
刷

き
、
様
こ
と
な
り
。
（
中
略
）
な
か
な
か
璃
釧
ｕ
ｑ
て
を
か
し
か
り
し
か
ば
、
女
房
、
庭
に
下
り
な
ど
し
て
遊
ぶ
。
前
栽
に
、
劃
劇
馴
剴

叫
ぶ
詞
を
、
雛
結
ひ
て
、
い
と
多
く
植
ゑ
た
り
け
る
、
花
の
、
き
は
や
か
に
ふ
さ
な
り
て
咲
き
た
る
、
む
く
む
く
し
き
所
の
前
栽
に

は
い
と
よ
し
。
時
司
（
陰
陽
寮
の
漏
刻
を
掌
る
役
所
）
な
ど
は
た
だ
か
た
は
ら
に
て
、
鼓
の
音
も
、
例
刎
固
叫
淵
墹
詞
ぞ
聞
こ
ゆ
る
を
、

ゆ
か
し
が
り
て
、
若
き
人
々
廿
人
ば
か
り
、
そ
な
た
に
行
き
て
、
階
よ
り
高
割
園
弓
に
の
ぼ
り
た
る
を
、
こ
れ
よ
り
見
上
ぐ
れ
ば
、
あ
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に
在
り
（
二
十
冬

も
の
で
は
な
い
。

空
よ
り
下
り
た
る
に
や
と
ぞ
見
ゆ
る
。
（
中
略
）
八
日
ぞ
帰
ら
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
（
後
略
）

（
肥
）

本
段
に
つ
い
て
も
、
勘
物
「
長
徳
元
年
封
印
制
剛
川
副
、
中
宮
御
官
朝
所
」
に
よ
り
、
大
祓
の
行
わ
れ
る
晦
日
の
二
十
九
日
の
前
日
に
、

本
年
四
月
十
日
の
父
道
隆
の
死
に
よ
り
重
喪
中
の
定
子
が
退
出
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
「
方
あ
し
」
に
つ
い
て
は
、
大
将
軍
は
正

暦
四
年
（
九
九
三
）
巳
年
以
来
東
に
在
る
が
、
二
十
五
日
「
庚
子
」
よ
り
西
に
遊
行
し
て
い
る
の
で
、
問
題
は
無
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
天

一
神
は
十
八
日
「
癸
巳
」
よ
り
翌
七
月
四
日
「
戊
申
」
ま
で
天
上
に
在
る
の
で
、
や
は
り
無
関
係
で
あ
る
。
二
十
八
日
は
太
白
神
が
北
東

に
在
り
（
二
十
九
日
は
天
）
、
内
裏
か
ら
職
御
曹
司
は
東
北
東
に
当
た
る
の
で
可
能
性
が
あ
る
が
、
【
七
八
】
の
大
将
軍
の
忌
ほ
ど
確
か
な

日
、
中
宮
女
房
、
昨
日
登
陶
珂
鬮
閥
。
又
向
侍
従
所
、
巡
見
。
四
位
少
将
明
理
、
直
衣
・
烏
帽
子
陪
従
。
温
樹
飼
凹
画
官
等
、
見
之
奇
之
」

（
「
小
右
記
」
逸
文
）
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
こ
こ
ま
で
見
た
限
り
で
は
、
本
殿
は
史
実
を
そ
の
ま
ま
を
描
い
た
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
の
部
分
は
史
実
と

合
わ
な
い
点
が
あ
る
。
「
こ
の
四
月
の
つ
い
た
ち
ご
ろ
」
、
頭
の
中
将
斉
信
が
登
華
殿
の
「
細
殿
」
か
ら
帰
る
際
に
調
ん
だ
詩
句
が
七
夕
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
清
少
納
言
が
答
め
た
。
七
夕
の
折
に
こ
の
こ
と
を
言
い
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
天
皇
へ
の
嘆
願
も
虚
し
く
宰
相
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
「
い
か
で
か
は
そ
の
ほ
ど
に
見
つ
け
な
ど
も
せ
ん
」
と
心
配
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
「
七
日
に
参
り
給
へ
り
し
か
ば
、

い
と
う
れ
し
く
て
」
、
明
日
調
む
べ
き
詩
を
尋
ね
る
と
、
す
か
さ
ず
四
月
の
詩
を
と
答
え
た
。
斉
信
が
賞
賛
さ
れ
、
四
月
に
同
席
し
な
が

ら
気
付
か
な
い
宣
方
が
非
難
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
史
実
で
は
斉
信
の
任
参
議
は
翌
長
徳
二
年
四
月
二
十
四
日
（
伊
周
・
隆
家
左
遷
の
日
）

一
般
に
方
違
は
思
い
が
け
な
い
人
と
の
出
会
い
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
場
所
そ
の
も
の
が
発
見
の
対
象
で
あ
っ
た
。

人
で
は
な
く
物
と
の
出
合
い
と
も
言
え
る
。
陰
陽
寮
の
鐘
楼
や
左
衛
門
の
陣
に
女
房
達
が
行
っ
た
こ
と
は
、
勘
物
「
小
野
右
府
記
七
月
五

る
限
り

溥
純
の
裳
、
唐
衣
、
同
じ
色
の
単
衣
襲
、
紅
の
袴
ど
も
を
着
て
の
ぼ
り
た
る
は
、
い
と
天
人
な
ど
こ
そ
い
ふ
ま
じ
け
れ
ど
、
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（
釦
）

最
後
に
も
う
一
つ
、
方
角
禁
忌
に
関
わ
る
も
の
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
陰
陽
道
の
八
卦
忌
（
は
つ
か
い
み
）
の
う
ち
、
衰
日
（
す
い
に

ち
）
は
「
御
忌
の
日
」
「
御
忌
日
」
と
し
て
「
栄
花
」
に
見
ら
れ
る
が
（
楚
王
の
ゆ
め
㈲
五
二
三
、
た
ま
の
か
ざ
り
側
一
三
四
～
一
三
五
）
、

こ
れ
は
例
外
的
で
、
仮
名
作
品
に
は
普
通
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
古
記
録
や
故
実
書
な
ど
に
は
衰
日
・
衰
時
や
、
凶
方
の
遊
年
・
禍
害
・

絶
命
・
鬼
吏
、
吉
方
の
生
気
（
し
よ
う
げ
）
・
養
者
・
遊
年
・
天
医
が
散
見
し
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
知
識
は
、
少
な
く
と
も
平
安
中
期
は

男
性
貴
族
の
み
に
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
う
ち
第
一
の
吉
方
で
あ
る
生
気
は
、
い
わ
ゆ
る
吉
方
詣
を
含
め
迎
春
の
年
中
行
事
と
、

（
別
）

出
産
儀
式
や
通
過
儀
礼
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
元
三
の
供
御
薬
（
み
く
す
り
を
ぐ
う
ず
）
の
儀
も
そ
の
一
つ
で
、
天
皇
は
自
ら
の

生
気
の
方
角
の
色
の
衣
を
着
用
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
奉
仕
す
る
女
官
達
は
女
童
（
薬
子
）
に
至
る
ま
で
、
同
じ
色
の
衣
を
着
た

（
「
延
喜
式
』
巻
三
十
七
・
典
薬
寮
、
「
朝
野
群
載
』
巻
十
五
・
陰
陽
道
「
元
日
御
薬
童
勘
文
」
等
参
照
）
。
こ
れ
は
、
生
気
方
の
知
識
が
無

く
て
も
見
れ
ば
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
「
所
得
」
て
い
る
理
由
は
、
天
皇
の
前
に
屠
蘇
散
を
嘗
め
る
と
い
う
役
割
だ
け
で
な
く
、
同
じ
色
の

る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
も
う
一
つ
、
方
角
禁
忌
に
関
わ
る
も
の
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
陰
陽
道
の
八
卦
忌
（
”

ち
）
は
「
御
忌
の
日
」
「
御
忌
日
」
と
し
て
「
栄
花
」
に
見
ら
れ
る
が
（
楚
王
の
ゆ
め
㈲
五
一
三

こ
れ
は
例
外
的
で
、
仮
名
作
品
に
は
普
通
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
古
記
録
や
故
実
書
な
ど
に
は
一

絶
命
・
鬼
吏
、
吉
方
の
生
気
（
し
よ
う
げ
）
・
養
者
・
遊
年
・
天
医
が
散
見
し
、
こ
れ
ら
に
関
些

男
性
貴
族
の
み
に
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
う
ち
第
一
の
吉
方
で
あ
る
生
気
は
、
い
わ
ゆ

出
産
儀
式
や
通
過
儀
礼
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
元
三
の
供
御
薬
（
み
く
す
り
を
ぐ
う
ず
）

生
気
の
方
角
の
色
の
衣
を
着
用
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
奉
仕
す
る
女
官
達
は
女
童
（
薬
子

な
の
で
、
注
に
は
「
作
者
の
思
い
ち
が
い
か
、
わ
ざ
と
一
年
前
の
話
に
し
た
も
の
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
か
は
決
め
が
た
い
が
、
蔵
人
頭
の

ま
ま
で
あ
れ
ば
、
今
ま
で
通
り
や
っ
て
来
て
女
房
達
と
の
や
り
と
り
を
す
る
機
会
も
多
い
わ
け
で
、
「
月
ご
ろ
、
い
つ
し
か
」
と
思
い
続

け
た
不
安
と
期
待
や
、
そ
の
日
に
会
え
て
問
答
が
成
就
し
た
嬉
し
さ
が
半
減
す
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

さ
て
方
忌
と
の
関
係
で
は
、
公
卿
に
な
っ
た
斉
信
が
来
や
す
い
場
所
と
し
て
は
職
御
曹
司
で
も
よ
く
、
右
の
問
答
に
関
し
て
退
出
先
が

い
つ
も
と
異
な
る
朝
所
で
あ
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
但
し
そ
こ
の
庭
に
、
人
に
憂
い
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
草
で
あ
り

（
「
文
選
」
愁
康
・
養
生
論
そ
の
他
）
、
喪
服
の
色
に
も
な
る
（
「
源
氏
」
幻
）
「
萱
草
」
が
生
え
て
い
た
と
い
う
の
は
、
本
来
「
四
月
」
の

（
岨
）

道
隆
の
死
を
忘
れ
ら
れ
な
い
状
況
下
に
あ
る
（
例
え
ば
皆
喪
服
）
彼
女
達
に
は
、
相
応
し
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
退
出
自
体
は
史
実
で

あ
る
が
、
右
の
よ
う
に
再
構
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
方
忌
に
よ
っ
て
珍
し
い
場
所
に
行
っ
た
こ
と
を
、
語
る
際
に
利
用
し
て
い
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宜
的
に
先
に
見
て
お
く
。

⑪
（
作
者
の
病
気
は
）

し
つ
つ
、
六
月
つ
一

⑫
（
土
御
門
第
に
は
）

衣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
天
皇
と
同
じ
「
青
色
」
を
着
ら
れ
る
蔵
人
を
羨
む
気
持
ち
が
繰
り
返
さ
れ
る

「
枕
草
子
」
な
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
（
【
二
】
【
八
四
】
【
二
九
六
一
等
）
。

【
一
五
二
え
せ
者
の
所
得
る
折
。
（
中
略
三
四
．
刷
契
羽
。
卯
杖
の
法
師
。
御
前
の
試
み
の
夜
の
御
髪
上
。
節
会
の
御
陪
膳
の
采
女
。

な
お
、
屠
蘇
を
嘗
め
る
時
も
生
気
の
方
を
向
い
た
。
餅
鏡
を
見
る
場
合
二
栄
花
」
③
三
八
）
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
八
卦
忌
の
吉
凶

方
は
、
出
行
や
修
造
に
も
関
わ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
、
単
に
向
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
向
い
て
は
な
ら
な
い
）
と
い
う
場
合
が
多
い
。

陰
陽
師
の
行
う
呪
術
（
祓
・
呪
誼
・
反
閑
等
）
や
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
、
⑬
は
「
栄
花
」
（
は
っ
は
な
側
四

○
一
～
四
○
三
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
但
し
後
者
は
「
御
祈
り
の
人
々
、
陰
陽
師
、
僧
な
ど
に
み
な
禄
た
ま
は
せ
」
と
あ
り
、
「
医
師
」

が
省
か
れ
て
い
る
。
ま
た
前
者
は
、
⑧
と
共
通
す
る
場
面
で
あ
る
。
占
い
（
三
章
）
の
結
果
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
が
多
い
が
、
便

ぎ
り
召
し
集
め
て
へ
八
百
万
の
神
も
耳
ふ
り
た
て
ぬ
は
あ
ら
じ
と
見
え
き
こ
ゅ
。
（
「
紫
式
部
」
一
三
○
・
寛
弘
五
年
九
月
十
日
条
）

⑬
殿
も
上
も
、
あ
な
た
に
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
月
ご
ろ
御
修
法
、
読
経
に
さ
ぶ
ら
ひ
、
昨
日
今
日
召
し
に
て
ま
ゐ
り
っ
ど
ひ
つ
る
僧
の

布
施
た
ま
ひ
、
国
師
到
馴
剖
側
コ
ー
圏
蜀
鬮
師
な
ど
、
道
々
の
し
る
し
あ
ら
は
れ
た
る
、
禄
た
ま
は
せ
、
う
ち
に
は
、
御
湯
殿
の
儀
式

と
い
ふ
か
ぎ
り
は
残
る
な
く
ま
ゐ
り
つ
ど
ひ
、
三
世
の
仏
も
い
か
に
翔
り
た
ま
ふ
ら
む
と
思
ひ
や
る
。
陰
陽
師
と
て
、

（
作
者
の
病
気
は
）
か
く
て
、
な
ほ
お
な
じ
や
う
な
れ
ば
、
函
呵
釧
咽
な
ど
い
ふ
わ
ざ
、
こ
と
ご
と
し
う
は
あ
ら
で
、
や
う
や
う
な
ど

ろ
つ
、
六
月
つ
ど
も
り
が
た
に
、

亀
蜻
蛉
」
中
．
一
七
八
・
安
和
二
年
六
月
）

二
、
呪
術
・
祭
祀
関
係
（
祓
）

月
ご
ろ
、

そ
こ
ら
さ
ぶ
ら
ひ
る
殿
の
う
ち
の
僧
を
ま

さ
ら
に
も
い
は
ず
、
山
々
寺
々
を
た
づ
ね
て
、
駒
笥

ふ
ら
む
と
思
ひ
や
る
。
陰
陽
師
と
て
、
世
に
あ
る
か

。
二
紫
式
部
」
一
三
○
・
寛
弘
五
年
九
月
十
日
条
）
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な
ど
、
か
ね
て
ま
う
け
さ
せ
た
ま
ふ
く
し
。

（
「
紫
式
部
」
一
三
六
・
寛
弘
五
年
九
月
十
一
日
条
、
若
宮
の
誕
生
の
日
）

仮
名
作
品
に
は
、
年
中
行
事
の
追
灘
（
『
蜻
蛉
」
中
．
二
六
八
・
天
禄
二
年
十
二
月
、
『
紫
式
部
』
一
八
五
、
『
栄
花
」
月
の
宴
仙
七
二
、

「
源
氏
」
等
）
以
外
は
、
鬼
気
祭
、
招
魂
祭
、
泰
山
府
君
祭
や
本
命
祭
（
な
お
、
『
後
撰
集
」
一
三
七
六
訶
書
の
「
年
星
」
は
密
教
の
本
命

供
で
あ
る
）
等
々
の
具
体
的
な
祭
の
名
前
は
見
ら
れ
ず
、
⑪
の
よ
う
に
総
称
で
書
か
れ
る
場
合
が
多
い
。
「
紫
式
部
」
⑫
⑬
は
、
「
源
氏
」
で（

配
）

「
陰
陽
師
」
が
無
力
に
描
か
れ
て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
事
実
を
記
録
し
た
た
め
で
あ
っ
て
、
僧
や
医
師
（
く
す
し
）

（
認
）

と
共
に
陰
陽
師
を
重
ん
じ
て
い
る
の
は
、
道
長
で
あ
る
。

「
枕
草
子
」
に
は
、
陰
陽
師
の
日
時
・
方
角
禁
忌
の
勘
申
も
な
く
、
祭
も
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
陰
陽
師
が
登
場
す
る
の
は
祓
で
あ
る
。

祓
は
、
「
伊
勢
物
語
」
に
も
「
陰
陽
師
、
神
巫
（
「
宇
津
保
」
で
も
よ
く
併
記
さ
れ
る
）
よ
ぴ
て
、
恋
せ
じ
と
い
ふ
湖
刎
副
口
を
持
っ
て
い

き
、
さ
せ
た
が
効
果
が
無
く
、
「
想
到
。
と
剃
矧
罰
到
ｕ
河
に
せ
し
剃
引
對
司
側
は
う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か
な
」
と
詠
ん
だ
章
段
が
あ
り

（
六
五
段
、
陰
陽
道
に
関
わ
る
唯
一
の
例
か
）
、
『
大
和
」
一
四
八
段
（
葦
刈
り
）
の
津
の
国
難
波
の
祓
や
、
『
平
中
」
三
五
段
の
津
の
国

「
な
が
す
の
浜
」
の
祓
な
ど
、
例
が
多
い
含
宇
津
保
」
に
も
各
地
の
祓
が
散
見
す
る
、
三
月
上
巳
の
祓
も
あ
り
）
。
「
蜻
蛉
」
は
⑪
の
他
、

唐
崎
の
祓
が
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
「
枕
草
子
」
の
河
原
は
お
そ
ら
く
加
茂
川
（
東
河
）
で
あ
ろ
う
（
勉
誠
出
版
『
枕
草
子
大
事

典
」
本
殿
・
島
田
俊
男
氏
執
筆
）
。
「
七
瀬
の
祓
」
が
行
わ
れ
る
為
に
、
「
七
瀬
川
」
と
も
呼
ば
れ
た
（
【
五
九
】
「
川
は
」
の
「
解
環
色
。

一
二
八
】
心
ゆ
く
も
の
。
（
中
略
）
物
刺
ｄ
ヨ
ョ
閤
圖
函
師
し
て
、
河
原
に
出
で
て
、
呪
訓
刎
油
し
た
る
。

陰
陽
師
の
職
務
の
一
つ
が
病
気
の
原
因
の
占
い
（
病
事
占
）
で
あ
り
、
原
因
が
「
呪
誼
」
と
占
わ
れ
た
場
合
は
、
祓
を
行
っ
た
。
こ
の

「
呪
誼
」
も
陰
陽
師
が
行
う
呪
術
の
一
つ
で
あ
る
。
「
枕
草
子
」
以
前
で
は
、
「
宇
津
保
」
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
（
春
日
詣
一
四
七
等
）
。

ｄ
圃
副
引
所
剃
者
」
や
、
「
小
右
記
』
長
徳
二
年
三
月
二
十
八
日
条
「
早
朝
参
女
院
（
詮
子
）
、
謁
右
大
臣
。
院
御
悩
昨
日
極
重
。
（
中
略
）

「
百
錬
抄
」
長
徳
元
年
八
月
十
日
条
「
呪
調
右
大
臣
（
道
長
）
之
陶
賜
潤
師
、
在
高
二
位
法
師
（
高
階
成
忠

家
。
事
之
体
、
似
剛
澗
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三
○
五
】
見
苦
し
き
も
の
。
衣
の
背
縫
ひ
、
肩
に
寄
せ
て
着
た
る
。
ま
た
、
の
け
領
し
た
る
。
例
な
ら
ぬ
人
の
前
に
、
子
負
ひ
て
出

で
来
た
る
者
。
潤
師
圏
嗣
図
剛
の
、
細
題
し
て
油
し
た
る
。
色
黒
う
、
に
く
げ
な
る
女
の
鬘
し
た
る
と
、
鬚
が
ち
に
か
じ
け
、
痩
せ
痩

せ
な
る
男
、
夏
昼
寝
し
た
る
こ
そ
、
い
と
見
苦
し
け
れ
。
何
の
副
剰
例
洲
酬
に
て
、
さ
て
臥
い
た
る
な
ら
ん
。

【
二
八
五
】
陶
画
図
剛
の
も
と
な
る
州
濁
詞
釧
こ
そ
、
い
み
じ
う
物
は
知
り
た
れ
。
耐
判
例
倒
し
に
出
で
た
れ
ば
、
謂
刻
な
ど
読
む
を
、
人
は

な
ほ
こ
そ
聞
け
、
ち
う
と
立
ち
走
り
て
、
「
酒
引
訓
加
沃
か
け
さ
せ
よ
」
と
も
言
は
ぬ
に
、
し
あ
り
く
さ
ま
の
、
例
知
り
、
い
さ
さ
か

主
に
物
言
は
せ
ぬ
こ
そ
、
う
ら
や
ま
し
け
れ
。
さ
ら
ん
者
が
な
、
使
は
ん
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。

【
二
三
九
一
耐
川
馴
Ｎ
９
ｄ
胤
趣
）
あ
か
に
落
し
入
れ
た
る
も
ね
た
し
。

法
師
（
形
の
者
）
が
民
間
の
陰
陽
師
を
兼
ね
て
河
原
で
行
う
祓
に
つ
い
て
は
、
本
殿
や
後
掲
⑮
及
び
『
今
昔
物
語
集
」
一
九
’
三
「
内

記
慶
滋
保
胤
出
家
語
」
の
前
半
会
宇
治
拾
遺
』
十
二
’
四
と
同
話
）
の
播
磨
国
の
法
師
陰
陽
師
の
例
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
「
杠
園
抄
』

や
「
解
環
」
「
和
泉
古
典
叢
書
」
が
⑭
の
歌
も
指
摘
し
て
い
る
。
屏
風
絵
に
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
い
か
に
風
俗
と
し
て
知
ら
れ
て
い

た
い
・

又
（
道
長
が
）
云
、
或
人
呪
訓
云
々
・
人
々
厭
物
自
寝
殿
板
敷
堀
出
云
々
」
及
び
四
月
二
十
四
日
条
「
仰
配
流
宣
命
事
〈
射
花
山
法
皇
事
、

呪
訓
封
陶
事
、
私
行
対
冠
濁
事
等
也
〉
」
な
ど
の
、
伊
周
（
寛
弘
七
年
正
月
二
十
九
日
莞
、
三
十
七
才
）
や
成
忠
（
長
徳
四
年
滅
）
の
振

る
舞
い
や
そ
の
報
い
か
ら
す
る
と
、
「
枕
草
子
」
で
は
「
呪
誼
」
は
禁
句
で
は
な
い
の
か
。
な
お
中
関
白
家
の
中
で
も
特
に
伊
周
に
対
し

て
批
判
的
な
「
栄
花
」
は
、
こ
の
間
の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
呪
誼
」
と
は
明
記
し
な
い
が
、
「
太
元
帥
法
」
を
含
む
伊
周
・
成
忠
に
よ
る
祈

（
別
）

祷
に
つ
い
て
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
（
後
掲
⑯
参
照
）
。
「
字
津
保
」
（
嵯
峨
の
院
・
一
六
七
）
に
は
「
人
呪
ふ
人
は
、
三
年
に
死
ぬ
る
な
り
」（

妬
）

と
あ
る
。
し
か
し
、
「
枕
草
子
』
に
は
大
き
な
不
幸
を
暗
示
さ
せ
る
事
柄
を
取
り
上
げ
、
読
者
を
挑
発
す
る
よ
う
な
章
段
が
あ
る
の
で
、

こ
れ
も
敢
え
て
書
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
呪
調
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
取
り
除
く
点
を
取
り
上
げ
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
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た
か
が
わ
か
る
。
ま
た
保
胤
（
法
名
寂
心
）
は
、
当
初
か
ら
紙
冠
二
解
環
」
が
「
年
中
行
事
絵
巻
」
「
扇
面
古
写
経
」
の
三
角
の
紙
の
例

を
指
摘
）
を
答
め
て
お
り
、
そ
れ
を
破
り
棄
て
て
泣
き
な
が
ら
「
汝
は
何
で
仏
の
御
弟
子
と
成
て
後
に
、
祓
殿
の
神
苦
し
ぴ
給
と
云
て
、

如
来
の
禁
戒
を
破
り
て
、
紙
冠
を
ぱ
為
る
ぞ
」
と
責
め
、
妻
子
を
養
い
生
き
て
い
く
為
に
仕
方
が
な
い
と
聞
い
て
も
、
「
然
り
と
云
ふ
と

も
、
何
で
か
三
世
の
諸
仏
の
御
首
に
は
紙
冠
を
ば
為
む
。
貧
さ
に
不
堪
し
て
此
く
し
給
は
雷
、
我
が
此
の
知
識
に
曳
き
集
た
る
物
共
を
皆

其
に
進
な
む
」
と
こ
だ
わ
り
続
け
、
破
戒
行
為
を
象
徴
す
る
も
の
と
見
て
い
る
。
一
一
○
五
】
は
見
苦
し
い
も
の
を
集
め
て
お
り
、
破
戒

行
為
に
対
す
る
非
難
の
気
持
ち
も
根
底
に
あ
ろ
う
が
、
視
覚
的
な
問
題
と
し
て
非
難
し
て
い
る
点
が
「
枕
草
子
」
ら
し
い
と
い
え
よ
う
か
。

ち
な
み
に
、
先
に
引
用
し
た
「
百
錬
抄
」
や
、
寛
弘
六
年
正
月
三
十
日
に
発
覚
し
た
高
階
光
子
（
成
忠
女
、
貴
子
妹
）
と
源
方
理
夫
妻

を
首
謀
者
と
す
る
彰
子
・
敦
成
・
道
長
呪
詔
事
件
で
も
、
お
抱
え
の
法
師
陰
陽
師
が
呪
誼
を
行
っ
て
い
る
（
『
大
日
本
史
料
」
同
年
二
月

五
日
条
参
照
、
そ
の
一
人
が
道
満
、
但
し
「
栄
花
」
は
つ
は
な
い
四
三
八
は
同
年
に
伊
周
・
高
階
明
順
に
よ
る
敦
成
の
呪
誼
が
発
覚
し
、

二
人
と
も
病
死
し
た
と
す
る
）
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
が
高
階
家
に
限
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
胡
散
臭
さ
の
要
因
が
増
え
る
。
「
今
昔
」
二

四
’
一
六
の
「
隠
れ
陰
陽
師
」
も
呪
詔
を
頼
ま
れ
て
い
た
。

川
の
ほ
と
り
に
女
ど
も
あ
り
て
、
濁
師
洲
剃
刑
酬
引
封
切
し
て
剛
創
‐
利
す
る
と
こ
ろ

⑭
時
し
ら
ぬ
を
側
Ⅲ
刈
凹
肱
炉
剛
剖
到
判
を
ば
か
し
ら
つ
つ
め
る
洲
剖
の
み
や
聞
く

二
能
宣
集
」
三
二
四
、
書
陵
部
本
は
二
八
四
、
「
続
訶
花
集
」
九
八
七
は
初
句
「
も
の
知
ら
ぬ
」
）

謝
幽
刎
引
刺
剖
矧
到
川
凰
に
出
で
た
る
に
、
か
た
は
ら
な
る
車
に
、
潤
緬
の
細
劃
洲
引
剖
刎
に
て
、
博
封
だ
ち
た
る
を
憎
み
て

⑮
祓
司
刎
楜
の
か
ざ
り
の
み
て
ぐ
ら
に
う
た
て
も
ま
が
ふ
耳
は
さ
み
か
な
（
「
紫
式
部
集
」
一
四
）

さ
て
、
一
一
○
五
】
【
二
八
五
】
は
陰
陽
師
を
取
り
上
げ
た
と
い
っ
て
も
、
結
局
、
「
枕
草
子
』
に
繰
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
る
法
師
と

童
の
描
写
に
す
ぎ
な
い
。
後
者
は
清
少
納
言
の
使
用
人
観
を
語
る
箇
所
の
一
つ
で
も
あ
る
含
枕
草
子
大
事
典
」
当
段
・
深
澤
恵
美
氏
執
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筆
）
。
陰
陽
寮
の
官
人
や
そ
の
経
験
者
達
の
呪
術
・
祭
祀
活
動
が
具
体
的
に
描
か
れ
る
こ
と
は
無
い
の
で
あ
る
。

㈹
陰
陽
師
の
占
い

陰
陽
師
は
、
災
害
（
霧
雨
・
旱
紘
等
）
や
火
事
や
公
的
機
関
の
物
怪
（
も
つ
け
、
も
の
の
さ
と
し
、
怪
異
）
以
外
に
、
個
人
の
為
に（

配
）

種
々
の
事
柄
を
占
っ
た
。
平
安
中
期
に
は
、
式
占
の
う
ち
六
壬
式
盤
（
ろ
く
じ
ん
し
き
ば
ん
）
を
用
い
る
六
壬
式
占
が
専
ら
行
わ
れ
た
。

晴
明
撰
の
六
壬
式
占
の
書
「
占
事
略
決
」
に
は
、
「
占
産
期
法
」
「
占
産
男
女
法
」
（
後
掲
⑰
の
「
占
」
に
相
等
）
「
占
待
人
法
」
「
占
盗
失

物
得
否
法
」
等
の
占
法
も
記
さ
れ
て
い
る
。
後
に
は
「
覆
物
」
の
中
身
を
当
て
る
よ
う
な
、
占
い
自
体
を
目
的
と
す
る
例
も
見
ら
れ
る
が

会
長
秋
記
」
大
治
四
年
五
月
二
十
日
条
、
『
新
猿
楽
記
」
十
君
夫
）
、
中
心
は
怪
異
、
病
気
、
夢
見
が
悪
い
際
の
占
い
で
あ
る
。

病
気
に
つ
い
て
は
、
「
霊
気
」
（
物
の
気
、
「
邪
気
」
「
邪
霊
」
と
も
）
、
「
神
気
」
（
社
神
の
崇
り
）
、
「
土
気
」
（
士
公
神
の
崇
り
、
「
狭
衣
」

一
・
一
二
九
参
照
）
、
「
鬼
気
」
（
求
食
鬼
な
ど
鬼
の
仕
業
）
、
「
呪
誼
」
そ
の
他
の
原
因
や
、
風
病
な
ど
の
病
種
、
病
状
の
軽
重
、
平
癒
や

（
羽
）

病
没
な
ど
の
時
期
、
転
地
療
養
な
ど
の
除
病
の
方
法
、
医
師
に
よ
る
投
薬
の
是
非
も
占
っ
た
。
ま
た
怪
異
や
悪
夢
に
つ
い
て
は
、
誰
に
と

っ
て
の
何
の
前
兆
な
の
か
（
病
気
、
口
論
、
火
事
等
）
、
そ
れ
に
対
す
る
予
防
行
為
と
し
て
の
慎
み
（
物
忌
）
の
期
間
は
い
つ
か
が
示
さ

れ
た
。
仮
名
作
品
に
も
、
陰
陽
師
に
よ
る
病
事
占
、
怪
異
占
が
見
ら
れ
る
。
「
字
津
保
」
に
も
具
体
的
に
見
ら
れ
る
が
、
「
栄
花
」
の
例
を

れ
た
。
仮
名
作
ロ
四

一
部
掲
げ
て
お
く
。

⑯
粟
田
殿
（
道

ま
た
、
御
封
矧
引
剴
酬
な
ど
、
一
つ
口
な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
封
酬
申
す
を
、

陰
陽
師
な
ど
に
物
を
問
は
せ
た
ま
ふ

（
道
兼
）
、

三
、
占
術
関
係
（
物
忌
）

割
副
創
判
調
判
り
列
お
は
し
ま
し
、

に
も
、
「
所
劇
型
笥
Ｎ
さ
せ
た
ま
へ
」
申
す
め
れ
ば
、
さ
る
べ
き
所
な
ど
思
し
求
め
ざ
せ
給
へ
ど
、

な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
制
酬
申
す
を
、
あ
や
し
う
思
さ
る
。
こ
の
殿
の
内
に
か
や
う
の
捌
刷
削
り
刑
、

判
刷
引
刎
劃
固
Ｈ
ｕ
な
ど
す
れ
ば
に
や
、

司
引
さ
せ
た
ま
へ
」
申
す
め
れ
ば
、

御
心
地
も
浮
き
た
る
ざ
ま
に
思
さ
れ
て
、

-18-



｢枕草子」と陰陽道（中島）

御
物
刎
侭
や
、
ま
た
畏
司
刑
倒
罰
や
、
刈
刎
呪
詞
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
申
せ
ば
、
神
刎
気
と
あ
ら
ば
、
御
修
法
な
ど
あ
る
べ
き
あ
ら
ず
、

ま
た
御
物
剛
圏
な
ど
あ
る
に
、
ま
か
せ
た
ら
ん
も
い
と
恐
ろ
し
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
お
ぼ
し
乱
る
る
ほ
ど
に
、
た
だ
御
調
１
頑
な
ど

ぞ
し
き
り
な
る
。

（
「
栄
花
」
た
ま
の
む
ら
ぎ
く
㈲
五
八
・
長
和
四
年
椚
ゴ
可
Ｕ

⑲
（
頼
通
は
）
調
適
召
し
に
遣
は
す
べ
き
よ
し
仰
せ
ら
る
。
（
中
略
）
（
枅
子
の
病
気
）
を
問
は
せ
た
ま
へ
ば
、
「
卸
閃
楜
刎
型
訓
馴
に
や
、

過
刎
倒
型
な
ど
申
せ
ば
、
御
前
に
て
卸
禰
仕
う
ま
つ
る
。

（
「
栄
花
」
わ
か
み
づ
側
九
四
．
万
寿
四
年
三
月
）

前
掲
⑩
も
含
め
、
「
栄
花
」
に
は
安
倍
晴
明
（
九
二
一
～
一
○
○
五
）
と
賀
茂
光
栄
（
保
憲
男
、
九
三
九
～
一
○
一
五
）
、
光
栄
と
吉
平

（
晴
明
男
）
な
ど
、
「
陰
陽
師
ど
も
」
の
名
前
が
明
記
さ
れ
た
例
が
散
見
す
る
。
吉
平
と
守
道
（
光
栄
男
）
の
組
合
せ
も
、
「
御
祓
の
吉
平
、

守
道
な
ど
声
も
個
れ
た
り
つ
る
、
皆
禄
賜
ひ
て
、
世
に
め
で
た
き
け
し
き
に
て
、
皆
ま
か
で
ぬ
」
（
楚
王
の
ゆ
め
㈲
五
○
二
、
後
冷
泉
誕

生
の
御
湯
殿
の
儀
）
以
下
に
見
ら
れ
る
。
道
長
が
後
に
は
⑨
の
時
と
は
異
な
り
陰
陽
師
の
転
地
療
養
の
勧
め
（
「
寝
覚
」
二
・
一
四
八
も
）

を
承
知
せ
ず
（
う
た
が
ひ
③
一
七
三
～
一
七
四
に
出
家
し
た
り
、
出
産
後
の
嬉
子
莞
去
の
際
は
守
道
の
招
魂
祭
も
甲
斐
が
無
く
（
楚
王

⑱
（
道
長
は
）

御
慎
剃
あ
る
こ
と
を
、
内
大
臣
殿
聞
か
せ
て
た
ま
ひ
て
、
御
祈
り
い
よ
い
よ
い
み
じ
う
。
「
か
く
た
ゆ
む
世
な
き
御
祝
刎
の
験
に
や
」

と
、
も
の
恐
ろ
し
げ
に
申
し
思
ひ
た
れ
ば
（
中
略
）
（
転
地
療
養
先
は
）
刺
川
に
左
大
臣
殿
の
近
き
所
な
り
け
り
。
（
相
如
の
）
父
の

内
蔵
頭
助
信
朝
臣
と
い
ひ
け
る
人
の
造
り
て
住
み
け
る
、
池
、
遣
水
、
山
な
ど
あ
り
て
、
い
と
を
か
し
う
造
り
た
て
て
、
殿
の
御
方

適
所
と
い
ひ
思
ひ
た
り
け
る
家
な
り
け
り
。

（
『
栄
花
」
み
は
て
ぬ
ゆ
め
い
二
一
二
～
二
一
三
・
長
徳
元
年
四
月
）

⑰
二
条
殿
（
兼
通
第
）
に
は
北
の
方
、
副
副
刈
到
封
制
矧
馴
劉
馴
匂
劇
に
、
引
刎
制
剤
剛
例
刻
割
と
夢
に
も
見
え
た
ま
ひ
、
占
に
も
申
し
っ

れ
ば
、
殿
い
つ
し
か
と
待
ち
思
し
つ
る
に
、
か
く
め
で
た
き
御
事
（
任
関
白
）
さ
へ
お
は
し
ま
せ
ば
、
か
な
ら
ず
女
君
と
待
ち
思
ひ

き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
る
に
、
か
う
お
は
し
ま
す
を
、
い
か
に
い
か
に
と
殿
の
内
ゆ
す
り
み
ち
た
り
。
（
同
右
・
二
一
七
）

な
ど
召
し
て
、
（
頼
通
の
病
気
に
つ
い
て
）
も
の
問
は
せ
た
ま
ふ
。
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の
ゆ
め
⑨
五
○
四
～
五
○
八
）
、
研
子
は
陰
陽
師
達
が
癒
え
る
日
だ
と
占
っ
た
万
寿
四
年
九
月
十
四
日
に
亡
く
な
り
（
た
ま
の
か
ざ
り
側

一
二
九
～
一
三
二
、
宿
曜
勘
文
で
は
十
四
日
は
厄
日
）
、
ま
た
遡
る
と
、
道
綱
の
妻
は
勧
め
に
従
っ
て
「
吉
方
」
に
行
き
そ
こ
で
産
死
し

て
い
た
（
⑯
の
直
後
の
記
事
）
に
せ
よ
、
概
し
て
「
栄
花
」
で
は
陰
陽
師
達
が
重
用
さ
れ
、
活
躍
す
る
様
が
描
か
れ
て
い
る
（
「
寝
覚
」

「
浜
松
』
で
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る
）
。
「
御
堂
関
白
記
」
「
小
右
記
」
「
権
記
」
等
の
記
録
の
通
り
と
言
え
る
。
「
源
氏
」
（
柏
木
側
二
九
三
）

の
的
は
ず
れ
な
病
事
占
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

一
方
、
「
枕
草
子
」
に
は
占
い
に
つ
い
て
も
陰
陽
師
は
登
場
し
な
い
。
例
え
ば
、
正
暦
四
年
正
月
二
日
に
一
条
天
皇
の
急
病
に
祓
で
対

処
し
て
晴
明
が
加
階
し
た
の
は
（
「
小
右
記
』
Ｊ
道
隆
・
定
子
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
「
権
記
」
「
御
堂
関
白
記
」
「
小
右
記
」
を
史

（
釦
）

料
と
し
た
、
光
栄
の
活
動
一
覧
表
や
晴
明
の
そ
れ
を
見
て
も
、
中
関
白
家
に
直
接
関
係
す
る
も
の
は
見
え
な
い
。
長
保
四
年
三
月
九
日
の

光
栄
に
よ
る
敦
康
親
王
の
上
巳
の
祓
二
権
記
」
）
も
定
子
の
死
後
の
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
晴
明
・
光
栄
と
い
う
当
時
の
双
壁
が
登
場

し
な
い
の
は
実
際
に
接
点
が
無
か
っ
た
為
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、
彼
ら
に
限
ら
ず
描
か
れ
て
い
な
い
点
は
、
別
の
理
由
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
（
後
述
）
。

「
枕
草
子
」
も
「
蜻
蛉
」
「
源
氏
」
と
同
様
に
陰
陽
道
に
関
す
る
禁
忌
の
中
で
は
物
忌
の
例
が
最
も
多
い
。
物
忌
期
間
（
怪
異
発
生
後

何
日
間
と
い
く
つ
か
の
節
月
の
十
干
に
よ
る
連
続
二
日
間
、
二
・
三
種
類
の
物
忌
が
連
続
す
る
と
四
日
・
六
日
に
な
る
、
「
蜻
蛉
』
に
散

見
、
実
質
や
行
成
の
例
も
日
記
に
見
え
る
）
は
、
前
述
の
よ
う
に
六
壬
式
盤
を
用
い
た
陰
陽
師
の
占
い
に
基
づ
く
が
、
慎
し
み
の
行
為

（
籠
居
）
自
体
に
は
関
わ
ら
な
い
。
物
忌
同
士
や
方
違
や
陰
陽
師
と
連
続
し
て
出
て
く
る
箇
所
が
多
い
の
で
、
前
述
し
た
も
の
も
含
め
、

以
下
ま
と
ま
り
ご
と
に
見
て
い
く
。
能
因
本
の
章
段
番
号
を
括
弧
で
示
し
た
。
す
べ
て
、
三
巻
本
と
順
序
は
同
じ
で
あ
る
。

【
二
○
】
（
二
○
）
清
涼
殿
の
丑
寅
の
す
み
の
（
中
略
）
「
（
村
上
天
皇
が
）
卸
物
副
な
り
け
る
日
、
古
今
を
も
て
渡
ら
せ
給
ひ
て
、
御

⑨
物
忌
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几
帳
を
引
き
隔
て
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
女
御
、
例
な
ら
ず
あ
や
し
、
と
お
ぼ
し
け
る
に
、
草
子
を
広
げ
さ
せ
給
ひ
て
、
（
中
略
）
「
さ

ら
に
不
用
な
り
け
り
』
と
て
、
御
草
子
に
來
算
さ
し
て
、
御
悶
調
Ⅷ
ぬ
る
も
、
ま
た
め
で
た
し
か
し
。
」

｛
二
三
（
二
二
）
す
さ
ま
じ
き
も
の
。
（
中
略
）
荊
還
に
行
き
た
る
に
あ
る
じ
せ
ぬ
所
。
ま
い
て
飼
矧
な
ど
は
い
と
す
さ
ま
じ
◎
（
中

略
）
人
の
も
と
に
、
わ
ざ
と
情
げ
に
書
き
て
や
り
つ
る
文
の
返
事
、
今
は
も
て
来
ぬ
ら
ん
か
し
、
あ
や
し
う
遅
き
と
待
つ
ほ
ど
に
、

あ
る
つ
る
文
、
立
文
も
結
び
た
る
も
、
い
と
き
た
な
げ
に
取
り
な
し
、
ふ
く
だ
め
て
、
上
に
引
き
た
り
つ
る
墨
な
ど
消
え
て
、
「
お

は
し
ま
さ
ざ
り
け
り
」
、
も
し
は
「
物
副
と
て
刷
刎
訓
鯏
銅
山
と
言
ひ
て
も
て
帰
り
た
る
、
い
と
わ
び
し
く
す
さ
ま
じ
・

問
の
一
二
二
（
二
二
は
、
「
生
ひ
先
な
く
、
ま
め
や
か
に
、
え
せ
ざ
ひ
は
ひ
な
ど
見
て
ゐ
た
ら
ん
人
は
」
で
始
ま
る
宮
仕
え
礼
讃
の

（
釦
）

随
想
的
文
章
で
、
理
想
的
な
宮
仕
え
の
場
を
語
る
前
段
に
直
結
し
て
お
り
、
一
連
の
も
の
と
見
な
す
と
、
物
忌
が
連
続
し
て
出
て
く
る
こ

と
に
な
る
。
な
お
【
二
○
】
は
、
天
皇
が
物
忌
中
に
同
じ
く
清
涼
殿
に
い
る
、
つ
ま
り
外
宿
人
で
は
な
い
女
御
と
会
え
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
例
で
あ
る
（
次
の
【
七
七
】
も
）
・

【
二
二
】
で
は
、
相
手
が
物
忌
で
あ
っ
た
為
に
、
念
入
り
に
書
い
た
手
紙
を
読
ん
で
も
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
を
残
念
だ
と
言
っ
て
い
る
。

文
字
を
媒
介
と
し
た
他
人
と
の
心
の
つ
な
が
り
を
重
視
す
る
「
枕
草
子
」
の
特
徴
が
表
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
「
蜻
蛉
」
の
物
忌
中
の
手
紙

（
犯
）

の
や
り
取
り
と
相
手
に
対
す
る
思
い
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
指
摘
を
、
引
用
し
て
お
く
。

「
蜻
蛉
日
記
」
の
物
忌
に
感
じ
る
問
題
は
、
作
品
に
見
る
か
ぎ
り
、
兼
家
と
道
綱
母
と
の
夫
婦
関
係
で
、
物
忌
が
終
始
厳
格
に
守
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
『
終
始
厳
格
に
」
に
は
多
少
語
弊
が
あ
り
、
た
と
え
ば
、
結
婚
当
初
で
は
、
「
こ
、
に
も
の
い
み
な

る
ほ
ど
を
、
心
も
と
な
げ
に
い
ひ
っ
、
」
（
上
・
三
四
頁
）
『
創
到
呵
叫
別
な
れ
ど
御
門
の
し
た
よ
り
も
」
（
中
．
二
一
七
頁
）
と

手
紙
を
交
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
後
に
は
、
。
け
ふ
あ
す
は
も
刎
叫
副
］
と
洲
ぺ
刎
封
到
到
判
旦
（
下
．
二
八
四
頁
）
「
も
の
い
み
や

な
に
や
と
お
り
あ
し
と
て
、
刻
御
曽
朝
劃
剥
劇
些
（
下
．
二
九
九
頁
）
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
厳
格
に
な
っ
て
い
っ
た
と
言
っ
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右
三
段
は
、
時
間
の
順
序
通
り
に
並
ん
で
お
り
、
政
治
的
な
背
景
の
あ
る
一
連
の
斉
信
関
連
章
段
で
あ
る
が
、
物
忌
や
方
違
が
出
て
く

る
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。
か
っ
て
の
夫
則
光
と
の
別
れ
を
語
っ
た
後
、
【
八
○
】
（
八
九
）
「
物
刎
到
剣
凶
刺
知
ら
せ
顔
な
る
物
。

漢
た
り
、
間
も
な
う
か
み
つ
つ
、
物
言
ふ
声
。
眉
ぬ
く
。
」
（
全
文
）
と
、
『
枕
草
子
』
特
有
の
オ
チ
（
肩
す
か
し
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

一
連
の
執
筆
と
考
え
ら
れ
る
。
【
七
七
一
【
七
九
一
共
に
、
一
条
天
皇
の
物
忌
の
為
に
斉
信
が
候
宿
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
羽
）

忌
中
は
外
か
ら
来
た
も
の
に
対
し
て
は
忌
む
べ
き
だ
が
、
内
側
か
ら
働
き
か
け
る
こ
と
に
関
し
て
は
問
題
が
無
か
っ
た
ら
し
い
。

か
な
ｈ
ソ
。 て

よ
く
、
兼
家
の
心
の
冷
却
が
読
み
と
ら
れ
る
。

他
に
、
「
そ
の
到
召
到
剛
は
例
刎
鯏
到
刷
と
聞
く
を
、
『
御
門
の
下
よ
り
な
む
』
と
て
、
（
火
事
見
舞
い
の
）
剣
あ
り
。
な
に
く
れ
と
こ
ま
や

一
七
九
】
（
八
八
）
里
に
ま
か
で
た
る
に
、
殿
上
人
な
ど
の
来
る
を
も
、
や
す
か
ら
ず
ぞ
人
々
は
い
ひ
な
す
な
る
。
（
中
略
）
視
叫
判
割
り

ふ
け
て
、
門
い
た
う
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
う
た
た
け
ば
（
中
略
）
「
割
引
、
御
調
縄
洲
削
掴
綱
に
て
、
宰
相
の
中
将
側
鯏
到
圏
に
調
川
給
へ

り
。
妹
の
あ
り
所
、
申
せ
申
せ
と
責
め
ら
る
る
る
に
、
ず
ち
な
し
。
（
中
略
）
い
か
に
。
仰
せ
に
従
は
ん
」
と
い
ひ
た
る
。
返
り
事

は
書
か
で
、
布
（
海
藻
）
を
一
寸
ば
か
り
紙
に
包
み
て
や
り
つ
。
さ
て
後
、
来
て
、
「
斗
型
例
は
責
め
た
て
ら
れ
て
、
制
罰
副
割
引
ｑ

所
矧
Ｈ
判
例
川
１
割
判
週
制
Ⅵ
割
調
測
Ⅶ
ｕ
・
ま
め
や
か
に
さ
い
な
む
に
、
い
と
か
ら
し
。
（
中
略
）
と
り
た
が
へ
た
る
と
て
」
と
言
ふ
。

と
人
々
語
れ
ど
（
中
略
）
日
ひ
と
日
、
下
に
居
暮
し
て
参
り
た
れ
ば
、

【
七
八
】
（
八
七
）
返
る
年
（
長
徳
二
年
）
の
二
月
廿
よ
日
（
中
略
）
詞

【
七
七
】
（
八
六
）
頭
の
中
将
の
、
す
ず
ろ
な
る
虚
言
を
聞
き
て
、
（
中
略
）
（
長
徳
元
年
）
二
月
つ
ど
も
り
が
た
、

て
到
測
制
副
刎
割
副
に
、
側
物
副
に
謁
刎
て
、
「
言
す
が
に
さ
う
ざ
う
し
く
こ
そ
あ
れ
。
物
や
い
ひ
や
ら
ま
し
』

ば
、
方
違
に
な
ん
い
く

い
ま
は
か
か
る
も
あ
や
し
と
思
ふ
・
」

0

ま
だ
明
け
ざ
ら
ん
に
帰
り
劇
“
べ
し

含
蜻
蛉
」
下
．
二
八
七
・
天
禄
三
年
二
月
二
十
五
日
）
な
ど
の
例
も
あ
る
。
但
し
、
物

廻
「
昨
日
の
夜
、
鞍
馬
に
詣
で
た
り
し
に
、
射
幽
馴
刈
剣
劇
荊
荊
側
川
刎

。
必
ず
い
ふ
べ
き
事
あ
り
。
い
た
う
た
た
か
せ
で
待
て
」

夜
の
御
殿
に
入
谷
？
せ
仏
岬
ｕ
胸
創
Ⅵ
川

0

い
み
じ
う
雨
降
り

と
な
ん
宣
た
ま
ふ
」
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り
、
女
性
を
論
じ
る
場
と
い
う
点
で
も
、
雨
夜
の
品
定
め
と
同
様
で
あ
る
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
「
劇
回
鬮
を
た
れ
か
た
づ
ね
ん
」
（
白
詩

句
「
園
山
の
雨
刎
詞
、
劇
鬮
の
中
」
）
を
踏
ま
え
た
返
歌
で
、
清
少
納
言
は
棄
て
が
た
き
も
の
と
し
て
再
認
識
さ
れ
る
。

【
七
九
】
も
則
光
が
同
宿
し
て
い
る
。
斉
信
に
退
出
先
を
教
え
る
よ
う
責
め
ら
れ
、
清
少
納
言
か
ら
の
海
藻
の
返
事
の
意
味
も
以
前
の

会
話
を
忘
れ
て
い
て
理
解
で
き
ず
、
困
っ
て
あ
ち
こ
ち
引
っ
張
り
回
し
て
ご
ま
か
し
た
と
い
う
の
だ
が
、
翌
日
、
天
皇
の
物
忌
中
の
御
読

経
結
願
に
奉
仕
す
る
為
に
候
宿
し
て
い
た
斉
信
は
、
い
つ
内
裏
を
ぬ
け
だ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
掲
【
一
三
二
の
行
成
の
発
言
や
、

『
権
記
」
寛
弘
元
年
十
二
月
二
十
一
日
条
「
帰
家
。
又
参
内
。
依
御
物
忌
、
到
剋
参
上
」
に
よ
る
と
、
前
日
ぎ
り
ぎ
り
の
丑
の
刻
以
前
に

（
弘
）

参
上
し
、
宿
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
殿
で
は
、
か
な
り
深
夜
に
手
紙
を
出
し
、
返
事
が
あ
っ
た
後
に
連
れ
出
し
た
が
、
し
か
し
丑
の

刻
以
前
に
は
二
人
は
内
裏
に
戻
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
不
審
で
あ
る
。
「
解
環
』
は
連
れ
出
し
た
の
は
翌
日
以
後
と
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
が
、
「
一
夜
」
は
や
は
り
当
夜
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
実
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
表
現
効
果

【
九
四
】
（
一
○
三
）
く
ち
惜
し
き
も
の
。
（
中
略
）
飼
封
創
劃
に
、
さ
る
べ
き
御
物
忌
の
あ
た
り
た
る
。

本
殿
の
前
後
に
は
、
陰
陽
道
関
係
の
記
事
は
無
い
。
「
紀
略
』
長
徳
二
年
正
月
一
日
「
調
寅
」
条
に
「
飼
封
。
天
皇
依
御
物
副
、
羽
出

御
南
殿
」
と
あ
る
よ
う
に
、
物
忌
に
当
た
る
と
節
会
自
体
は
行
わ
れ
る
が
天
皇
は
出
御
し
な
か
っ
た
。
節
会
で
は
な
い
が
、
長
徳
四
年
十

一
月
十
六
日
に
吉
日
勘
申
を
さ
せ
た
上
で
、
翌
十
二
月
十
七
日
「
壬
寅
」
に
登
華
殿
で
行
わ
れ
た
修
子
内
親
王
の
着
袴
に
も
、
天
皇
は
物

忌
の
為
に
渡
御
し
な
か
っ
た
（
「
権
記
」
）
。
「
紫
式
部
」
に
も
、
天
皇
が
物
忌
の
為
に
賀
茂
の
臨
時
祭
の
還
立
の
神
楽
が
「
割
封
到
凶
洲
刎
な

（
弱
）

り
」
（
一
八
四
・
寛
弘
五
年
十
一
月
二
十
八
日
。
酉
条
）
と
簡
略
化
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
但
し
が
っ
か
り
し
た
様
子
は
見
ら
れ
ず
、

を
第
一
と
考
え
た
結
果
と
見
た
い
。

竺
日
△
７
レ
ー
麺
巾
ｈ
ソ
幽
Ｌ
ア
』
、
三
「

【
七
七
】
に
は
「
頭
中
将
の
凋
罫
昌
川
に
、
少
し
人
々
し
き
限
り
（
宣
方
ら
）
、
六
位
ま
で
（
則
光
ら
）
集
り
て
、
卦
引
づ
‐
ｑ
刈
刎
Ｈ
訓

つ
い
で
に
『
な
ほ
こ
の
者
（
中
略
）
今
宵
、
あ
し
と
よ
し
と
も
定
め
き
り
て
や
み
な
む
か
し
』
（
略
と
と
あ
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三
三
二
は
、
一
条
天
皇
の
物
忌
に
備
え
て
、
行
成
が
前
夜
の
う
ち
に
参
内
し
候
宿
し
た
例
で
あ
る
。
「
夜
を
こ
め
て
」
の
贈
歌
が

知
ら
れ
て
い
る
。
三
三
二
］
二
四
○
）
も
清
少
納
言
の
「
こ
の
君
（
呉
竹
と
の
秀
句
が
話
題
に
な
る
、
職
御
曹
司
を
舞
台
と
し
た
行

成
の
登
場
す
る
章
段
で
あ
り
、
前
段
と
一
連
の
も
の
と
見
な
せ
る
。
よ
っ
て
、
三
三
二
か
ら
連
続
し
て
物
忌
が
見
え
る
こ
と
に
な
る
。

【
一
三
三
一
は
清
少
納
言
の
登
場
し
な
い
（
出
仕
前
）
の
日
記
的
章
段
で
、
一
条
天
皇
の
乳
母
の
物
忌
中
の
出
来
事
で
あ
る
。
物
忌
と
手

老
齢
で
舞
人
を
務
め
た
尾
張
兼
時
に
同
情
を
寄
せ
て
い
る
。

お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
な
ほ
い
川
飼
削
剥
ｕ
引
刷
訓
剴
側
勺
劉
圖
し
果
て
む
と

【
一
三
四
】
（
一
四
二
）
づ
‐
刺
訓
列
鯏
倒
創
も
の
。
所
對
捌
訓
呵
刷
珈
到
圖
。

は
、
ま
い
て
い
み
じ
う
到
測
制
副
鮒
倒
川
。
（
全
文
）

【
一
三
五
】
（
一
四
三
）
引
刎
對
引
刺
慰
む
も
の
。
碁
。
双
六
。
物
語
。

の
物
語
し
、
た
が
へ
な
ど
い
ふ
わ
ざ
し
た
る
。
果
物
。
男
な
ど
の
↑

お
ぼ
ゅ
れ
ど
、
な
ほ
い
と
恐
ろ
し
う
い
ひ
た
る
物
忌
し
果
て
む
と
て
、
念
じ
暮
し
て
、

一
二
一
四
】
（
一
四
三
づ
‐
刺
訓
列
鯏
倒
創
も
の
。
所
對
捌
訓
呵
刷
珈
到
圖
。
馬
下
り
ぬ
双
六
。
除
目
に
司
得
ぬ
人
、
家
。
雨
う
ち
降
り
た
る

は
、
ま
い
て
い
み
じ
う
到
測
制
副
鮒
倒
川
。
（
全
文
）

三
三
五
】
（
一
四
三
）
引
刎
對
引
刺
慰
む
も
の
。
碁
。
双
六
。
物
語
。
三
つ
四
つ
の
児
の
物
を
か
し
う
言
ふ
。
ま
た
、
い
と
小
さ
き
児

の
物
語
し
、
た
が
へ
な
ど
い
ふ
わ
ざ
し
た
る
。
果
物
。
男
な
ど
の
う
ち
猿
が
ひ
、
物
Ｈ
訓
劉
司
封
が
来
た
る
を
、
物
忌
な
れ
ど
、
入
れ

【
一
三
三
】
（
一
四
一
）
円
融
院
の
御
果
て
の
年
（
正
暦
三
年
）
（
中
略
）
雨
刎
凶
矧
剤
幽
閉
副
剛
、
藤
三
位
（
繁
子
）
の
局
に
、
蓑
虫
の

や
う
な
る
童
の
大
き
な
る
、
白
き
木
に
塑
刻
を
付
け
て
、
「
こ
れ
奉
ら
せ
ん
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
「
い
づ
こ
よ
り
ぞ
。
争
副
羽
剛
は
物

副
な
れ
ば
、
蔀
も
ま
ゐ
ら
ぬ
ぞ
」
と
て
、
洞
剛
制
詞
割
剴
劉
刺
渕
剖
棚
Ⅵ
刈
刺
て
、
さ
な
ん
と
は
聞
か
せ
給
へ
れ
ど
、
「
物
副
創
利
削

【
一
三
二
（
一
三
九
）
頭

る
に
、
銅
罰
創
べ
け
れ
ば
、

司
羽
詞
」
と
て
、
上
に
つ
い
差
し
て
置
き
た
る
を
、

伏
し
拝
み
て
開
け
た
れ
ば
（
中
略
）
こ
れ
を
、
上

つ
か
し
。
（
全
文
）

頭
の
弁
（
行
成
）
の
、
職
に
参
り
給
ひ
て
、
物
語
な
ど
し
給
ひ
し
に
、
夜
い
た
う
ふ
け
ぬ
。

壮
に
な
り
な
ば
あ
し
か
り
な
ん

』
き
た
る
を
、
つ
と
め
て
、
手
洗
ひ
て
、
「
い
で
、
そ
の
陥
剖
剛
の
巻
数
」
と
て
、
請
ひ
い
で
て
、

こ
れ
を
、
上
の
御
前
、
宮
な
ど
に
と
く
聞
こ
し
め
さ
せ
ば
や
、
と
思
ふ
に
、
い
と
心
も
と
な
く

和
ひ
て
、
物
語
な
ど
し
給
ひ
し
に
、
夜
い
た
う
ふ
け
ぬ
。
「
刻
制
制
鯏
幽
圖
な

」
と
て
参
り
給
ひ
ぬ
。
翌
朝
、
蔵
人
所
の
紙
屋
紙
ひ
き
重
ね
て
、
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紙
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
ニ
ニ
ニ
）
。
繁
子
が
手
紙
は
受
け
取
る
も
の
の
、
陰
陽
師
に
今
回
は
重
く
慎
む
よ
う
に
と
言
わ
れ

た
の
に
従
い
、
熱
心
に
物
忌
を
行
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
【
一
三
四
一
【
一
三
五
】
は
一
対
の
章
段
で
、
共
に
物
忌
に
言
及
す
る
。

「
所
去
り
た
る
物
忌
」
（
自
宅
以
外
で
の
物
忌
）
は
、
「
源
氏
」
（
浮
舟
⑥
一
五
三
、
但
し
方
便
の
例
）
や
「
寝
覚
」
（
一
・
四
九
）
な
ど
か

（
妬
）

ら
も
、
重
い
（
固
い
）
物
忌
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
。

【
一
五
六
】
（
一
六
五
）
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
、
六
月
の
つ
ど
も
り
の
日
、
大
祓
と
い
ふ
こ
と
に
て
、
宮
の
出
で
さ
せ
給
ふ
べ
き
を
、
職

御
曹
司
を
湖
判
例
ｕ
と
て
、
官
の
司
の
朝
所
に
渡
ら
せ
給
へ
り
。
（
中
略
）
内
の
御
物
忌
な
る
日
、
右
近
の
将
曹
、
光
な
に
と
か
や
い

ふ
者
し
て
、
（
宣
方
が
）
畳
紙
に
書
き
て
お
こ
せ
た
る
を
見
れ
ば
、
「
参
ぜ
む
と
す
る
を
、
割
副
明
印
刷
鯏
鯏
劉
圖
に
て
な
ん
。
（
後
略
こ

本
殿
（
長
徳
元
年
四
月
～
七
月
）
は
、
時
間
的
に
は
前
掲
【
七
七
】
（
長
徳
元
年
二
月
）
と
【
七
八
】
（
同
二
年
二
月
）
と
の
問
で
あ
る
。

前
半
の
斉
信
と
の
問
答
に
つ
い
て
は
方
忌
の
と
こ
ろ
で
取
り
上
げ
、
萱
草
の
描
写
や
斉
信
の
任
参
議
の
時
期
が
創
作
的
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
た
。
そ
の
後
半
に
、
参
議
に
な
っ
て
清
少
納
言
と
接
す
る
機
会
が
減
っ
た
朗
詠
の
名
人
斉
信
の
代
わ
り
を
、
宣
方
が
務
め
よ
う
と
努
力

し
た
と
い
う
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
｛
七
七
】
【
七
九
】
と
同
じ
く
一
条
天
皇
の
物
忌
で
あ
る
が
、
宿
直
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
宣
方
で
あ

る
0

【
一
七
九
】
（
一
八
三
宮
に
は
じ
め
て
参
り
た
る
こ
ろ
、
（
中
略
）
呂
司
到
刈
、
（
中
略
）
（
伊
周
が
）
「
附
則
則
１
割
剛
訓
矧
瑚
圖
に
侍
り
つ

れ
ど
、
詞
別
別
Ⅶ
刈
例
幽
開
馴
制
馴
刎
副
淵
凶
、
制
鯏
貝
引
洲
料
謝
副
に
な
ん
」
と
申
し
給
ふ
。
「
道
も
な
し
、
と
思
ひ
つ
る
に
、
い
か
で
」
と

の
方
に
、
は
な
を
い
と
高
う
ひ
た
必

略
）
と
も
か
く
も
え
啓
し
返
さ
で
、

ぞ
御
返
あ
る
。
う
ち
笑
ひ
て
、
「
あ
は
れ
と
も
や
御
覧
ず
る
と
て
」
な
ど
宣
た
ま
ふ
御
有
様
ど
も
、
こ
れ
よ
り
何
事
か
は
ま
さ
ら
ん
。

（
中
略
）
も
の
な
ど
仰
せ
ら
れ
て
、
「
我
を
ば
思
ふ
や
」
と
問
は
せ
給
ふ
御
答
に
、
「
い
か
が
は
」
と
啓
す
る
に
あ
は
せ
て
、
台
盤
所

剛
制
引
劉
叫
叫
割
副
刎
酬
た
れ
ば
、
「
あ
な
心
憂
。
国
司
を
い
ふ
な
り
け
り
。
よ
し
よ
し
」
と
て
、
奥
へ
入
ら
せ
給
ひ
ぬ
。
（
中

か
く
も
え
啓
し
返
さ
で
、
明
け
ぬ
れ
ば
、
下
り
た
る
す
な
は
ち
、
浅
緑
な
る
薄
様
に
艶
な
る
文
を
、
「
こ
れ
」
と
て
来
た
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道
の
占
い
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。

で
た
く
も
く
ち
惜
し
う
も
思
ひ
乱
る
る
に
も
、
な
ほ
、
昨
夜
の
人
ぞ
ね
た
く
、
に
く
ま
ま
ほ
し
き
。
「
薄
さ
濃
さ
そ
れ
に
も
よ
ら
ぬ

は
な
（
花
・
鼻
）
ゆ
ゑ
に
憂
き
身
の
ほ
ど
を
見
る
ぞ
わ
ぴ
し
き
な
ほ
、
こ
れ
ば
か
り
啓
し
直
さ
せ
給
へ
。
式
刎
刷
測
も
お
の
づ
か
ら
。

い
と
か
し
こ
し
」
と
て
、
参
ら
せ
て
後
に
も
、
う
た
て
、
折
し
も
、
な
ど
て
さ
は
た
あ
り
け
ん
と
、
い
と
嘆
か
し
。

（
”
）

ま
ず
「
式
の
神
」
で
あ
る
が
、
「
新
猿
楽
記
」
十
の
君
の
夫
や
「
大
鏡
』
「
今
昔
』
の
例
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
初
出
で
あ
る
。

三
巻
本
は
す
べ
て
「
し
き
の
神
」
、
能
因
本
・
前
田
家
本
は
「
し
き
の
か
み
」
で
あ
る
。
「
宇
津
保
」
に
も
見
え
ず
、
他
の
仮
名
の
例
と
比

べ
る
と
早
い
の
で
、
唐
突
の
感
も
あ
る
が
、
当
時
く
し
ゃ
み
が
凶
兆
と
も
吉
兆
と
も
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
占
い
用
の
式
盤
の
守
護
神
と
考

え
ら
れ
た
式
神
を
持
ち
出
し
た
と
解
さ
れ
て
い
る
（
「
和
泉
古
典
叢
書
」
他
）
。
六
壬
式
盤
で
は
な
い
が
、
九
世
紀
の
陰
陽
頭
兼
陰
陽
博
士

で
あ
る
滋
岳
川
人
の
太
一
式
盤
に
つ
い
て
、
陰
陽
頭
惟
宗
文
高
が
「
故
（
文
）
道
光
宿
祢
伝
領
、
常
奉
安
置
家
中
。
是
調
駒
物
也
。
尚
在

或
濁
師
許
之
由
」
を
語
っ
た
と
い
う
（
「
左
経
記
」
長
元
元
年
四
月
五
日
条
）
。
も
ち
ろ
ん
、
定
子
の
歌
の
「
糺
の
神
」
に
対
応
し
て
い
る

（
定
子
は
清
少
納
言
を
引
き
止
め
る
際
に
も
「
割
溺
伽
楜
も
、
し
ば
し
」
と
言
っ
て
い
た
）
。

諸
注
、
【
二
五
一
「
に
く
き
も
の
（
中
略
）
は
な
ひ
て
調
幻
す
る
」
の
箇
所
に
、
「
二
中
歴
』
巻
九
の
く
し
ゃ
み
を
し
た
時
の
呪
文
「
体

（
犯
）

息
万
命
、
急
急
如
律
令
」
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
陰
陽
道
書
で
は
未
確
認
だ
が
、
用
語
や
内
容
か
ら
道
教
や
陰
陽
道
の
も
の
と
わ
か
る
。
な

お
、
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
賀
茂
在
盛
撰
「
吉
日
考
秘
伝
」
百
怪
吉
凶
第
六
十
七
の
中
に
「
占
噴
廩
（
ふ
ん
て
い
）
法
」
が
あ
り
、

「
子
日
〈
有
酒
食
〉
丑
日
〈
主
憂
鬮
〉
寅
日
〈
有
外
事
〉
卯
日
〈
至
大
吉
〉
辰
日
〈
婚
会
吉
〉
巳
日
〈
主
口
舌
〉
午
日

〈
有
喜
事
〉
未
日
〈
至
尋
常
〉
申
日
〈
有
客
至
〉
戌
日
〈
女
思
念
〉
亥
日
〈
有
人
思
〉
」
と
あ
り
、
遅
く
と
も
そ
の
こ
ろ
に
は
陰
陽

さ
て
、
三
七
九
一
は
伊
周
の
物
忌
で
、
「
枕
草
子
」
中
、
こ
れ
が
唯
一
の
中
関
白
家
の
人
々
の
物
忌
の
例
で
あ
る
。
道
隆
や
定
子
の
物

る
、
あ
け
て
見
れ
ば
、

「
い
か
に
し
て
い

か
に
知
ら
ま
し
偽
を
空
に
細
渕
削
州
な
か
り
せ
ぱ
と
な
ん
、
御
気
色
は
」
と
あ
る
に
、
め
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（
調
）

忌
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
一
方
『
紫
式
部
』
に
は
彰
子
の
物
忌
が
一
例
あ
る
（
一
八
四
・
寛
弘
五
年
十
二
月
二
十
九
日
乙
卯
条
）
。
伊
周

は
今
日
ま
で
物
忌
中
で
あ
り
、
外
出
や
外
宿
人
（
外
人
と
も
）
と
の
接
触
を
控
え
る
べ
き
だ
が
、
大
雪
な
の
で
定
子
の
こ
と
が
心
配
に
な

り
雪
見
舞
い
を
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
定
子
が
古
歌
を
引
い
て
感
謝
の
気
持
ち
を
述
べ
、
伊
周
が
ま
た
そ
の
歌
を
ふ
ま
え
て
応
え
た
と
い

う
場
面
で
あ
る
。
伊
周
と
陰
陽
道
と
の
関
係
は
、
史
実
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
長
徳
元
年
及
び
二
年
の
呪
誼
が
知
ら
れ
、
「
栄
花
」
に
は

寛
弘
六
年
の
呪
詔
や
④
の
「
吉
日
」
の
墓
参
の
記
事
も
あ
る
が
、
『
枕
草
子
」
は
物
忌
を
取
り
上
げ
た
も
の
の
、
相
手
の
為
に
そ
れ
を
破

っ
た
こ
と
を
描
い
て
い
る
。
し
か
も
、
最
も
印
象
的
な
初
対
面
の
日
の
振
る
舞
い
と
し
て
で
あ
る
。

【
二
八
三
（
二
七
七
）
飼
州
湖
適
な
ど
し
て
、
閥
洞
明
削
矧
副
、
窺
割
こ
と
い
と
わ
り
な
く
、
頤
な
ど
も
み
な
落
ち
ぬ
べ
き
を
、
（
後
略
）

の
眉
の
ひ
ろ
ご
り
て
春
の
面
を
伏
す
る
宿
か
な
と
こ
そ
見
ゆ
れ
。
そ
の
こ
ろ
、
ま
た
、
同
じ
物
忌
し
に
、
割
剰
創
洲
劉
川
に
出
で
来

る
に
、
二
日
と
い
ふ
日
の
昼
つ
方
、
い
と
到
洲
對
引
刺
ま
さ
り
て
、
た
だ
今
も
参
り
ぬ
く
き
心
地
す
る
ほ
ど
に
し
も
、
仰
言
の
あ
れ
ば
、

い
と
う
れ
し
く
て
見
る
。
浅
緑
の
紙
に
、
宰
相
の
君
、
い
と
を
か
し
げ
に
書
い
給
へ
り
。
「
い
か
に
し
て
過
ぎ
に
し
方
を
過
ぐ
し
け

ん
く
ら
し
わ
づ
ら
ふ
附
則
創
訓
Ⅲ
か
な
と
な
ん
。
割
副
し
も
羽
調
刎
渕
鯏
当
剛
創
に
、
鯛
に
は
、
と
く
」
と
あ
り
。
こ
の
君
の
宣
た
ま

ひ
た
ら
ん
だ
に
を
か
し
か
べ
き
に
、
ま
し
て
、
仰
言
の
さ
ま
、
お
ろ
か
な
ら
ぬ
心
地
す
れ
ば
、
「
雲
の
上
も
く
ら
し
か
ね
け
る
春
の

日
を
所
か
ら
と
も
な
が
め
つ
る
か
な
（
中
略
と
と
て
、
開
に
参
り
た
れ
ば
、
「
附
則
制
判
潤
ｕ
、
『
か
ね
け
る
』
い
と
に
く
し
。
い
み

じ
う
そ
し
り
き
」
と
仰
せ
ら
る
る
、
い
と
わ
び
し
。
ま
こ
と
に
さ
る
こ
と
な
り
。

（
ぬ
）

【
二
八
四
】
（
二
七
八
）
は
「
香
炉
峯
の
雪
」
の
段
で
あ
り
、
【
二
八
三
】
と
は
寒
い
時
期
の
自
ら
の
経
験
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。

【
二
八
五
】
は
前
段
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
が
、
一
つ
前
の
自
ら
の
節
分
方
違
に
基
づ
く
一
般
論
か
ら
の
連
想
で
、
自
ら
の
祓
の
経
験

【
二
八
六
】
（
二
八
○
）
三
月
ば
か
り
、
物
忌
し
に
と
て
、
洲
剛
到
剖
劉
引
創
洲
に
、
刈
伽
旦
調
に
行
き
た
れ
ば
（
中
略
）
さ
か
し
ら
に

Ｉ

【
二
八
五
】
（
二
七
九
）
陶
圃
図
叩
の
も
と
な
る
州
劃
詞
訓
こ
そ
、

い
み
じ
う
物
は
知
り
た

。
耐
判
例
ａ
し
に
出
で
た
れ
ば
、
（
後
略
）

来柳
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「
紫
式
部
」
の
彰
子
の
物
忌
の
記
事
も
「
心
細
さ
」
を
語
る
が
、
主
人
に
会
え
れ
ば
解
消
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
絶
対
的
、
根

源
的
な
孤
独
が
あ
る
。
一
方
、
「
源
氏
」
（
松
風
②
四
九
二
で
は
、
冷
泉
天
皇
の
「
六
日
間
の
物
忌
」
に
よ
っ
て
光
源
氏
と
会
え
な
い
こ

（
虹
）

と
が
、
愛
情
濃
や
か
な
贈
答
歌
が
交
わ
さ
れ
る
契
機
（
物
語
の
方
法
）
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
（
主
従
で
あ
り
親
子
で
あ
る
）
・

「
和
泉
」
で
は
、
「
（
敦
道
親
王
が
）
「
今
宵
は
ま
か
り
な
む
よ
・
た
れ
に
忍
び
つ
る
ぞ
と
、
見
あ
ら
は
さ
れ
て
な
む
。
明
日
は
物
忌
と

言
ひ
つ
れ
ば
、
な
か
ら
む
も
あ
や
し
と
思
ひ
て
な
む
」
と
て
帰
ら
せ
た
ま
へ
ば
」
（
三
八
）
や
、
「
そ
の
日
に
な
り
て
、
（
女
が
）
「
射
剖
剛
は

吻
司
図
と
聞
こ
え
て
（
紅
葉
見
物
に
行
か
ず
）
と
ど
ま
り
た
れ
ば
」
（
六
五
）
と
い
っ
た
物
忌
に
よ
る
残
念
さ
、
不
都
合
が
生
じ
た
こ
と

が
、
転
じ
て
愛
情
を
確
か
め
あ
う
贈
答
歌
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
箇
所
も
あ
る
（
／
は
改
行
箇
所
）
。

⑳
所
洲
利
割
引
捌
鯏
劉
刷
に
て
、
刺
州
渕
矧
劇
洲
に
お
は
し
ま
す
と
て
、
例
刎
詞
あ
れ
ば
、
今
は
た
だ
の
た
ま
は
せ
む
に
し
た
が
ひ
て
と
思

『
枕
草
子
』
に
お
い
て
、
物

定
子
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。

「
紫
式
部
」
の
彰
子
の
吟

源
的
な
孤
独
が
あ
る
。
二

に
基
づ
い
て
陰
陽
師
の
使
う
少
年
を
論
じ
、
更
に
陰
陽
師
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
自
ら
の
あ
る
日
の
物
忌
を
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
【
二

八
六
】
の
定
子
と
の
心
の
交
流
か
ら
、
【
二
八
四
】
へ
と
「
回
帰
」
す
る
（
「
解
環
』
参
照
）
・

【
二
八
六
】
は
一
回
的
な
清
少
納
言
の
物
忌
と
し
て
は
、
「
枕
草
子
」
中
唯
一
の
例
で
あ
る
（
本
段
後
半
は
、
「
同
じ
物
忌
」
と
あ
る
の

で
、
十
日
後
あ
る
い
は
二
十
日
後
の
こ
と
）
。
こ
れ
を
一
般
化
し
た
も
の
が
、
前
掲
の
【
一
三
四
】
「
到
刎
引
釧
刺
劉
馴
も
の
。
開
封
川
副
呵
副

物
圃
」
で
あ
る
。
本
殿
で
は
、
清
少
納
言
の
出
仕
を
待
ち
遠
し
く
思
う
定
子
と
、
早
く
そ
れ
に
応
え
た
い
と
い
う
清
少
納
言
の
思
い
が
描

か
れ
て
い
る
（
贈
答
歌
は
「
千
載
集
」
九
六
六
・
九
六
七
に
「
初
刷
ｄ
侍
り
け
る
こ
ろ
」
の
も
の
と
し
て
入
る
）
。
他
所
で
の
物
忌
（
方

違
で
は
な
い
）
は
重
い
は
ず
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
手
紙
は
受
け
取
り
、
直
ち
に
返
事
を
し
た
と
い
う
二
三
】
【
一
三
一
二
参
照
）
。
物
忌

の
記
事
に
お
い
て
も
、
「
枕
草
子
』
が
主
従
愛
を
語
る
作
品
で
あ
る
こ
と
が
表
れ
て
い
る
。
【
一
七
九
】
の
伊
周
の
場
合
は
兄
妹
愛
で
あ
り
、

『
枕
草
子
』
に
お
い
て
、
物
忌
が
背
景
と
し
て
で
は
な
く
具
体
的
な
誰
か
と
の
心
の
交
流
（
あ
る
い
は
断
絶
）
に
関
わ
る
場
合
は
、
共
に
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へ
ば
、
参
り
ぬ
。
心
の
ど
か
に
御
物
語
起
き
臥
し
聞
こ
え
て
、
到
列
渕
引
刺
も
ま
ぎ
る
れ
ぱ
、
（
宮
邸
に
）
参
り
な
ま
ほ
し
き
に
、
御

物
忌
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、
例
の
所
に
帰
り
て
、
割
創
引
は
つ
れ
よ
り
も
な
ご
り
恋
し
う
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
わ
り
な
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
聞
こ

ゆ
。
／
つ
れ
づ
れ
と
割
剖
剛
数
ふ
れ
ば
年
月
の
賄
剖
剛
ぞ
も
の
は
思
は
ざ
り
け
る
／
御
覧
じ
て
、
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
「
こ
こ
に

も
」
と
て
、
／
「
思
ふ
こ
と
な
く
て
過
ぎ
に
し
斗
蝸
判
馴
ｑ
附
則
と
割
削
引
に
な
る
よ
し
も
が
な
／
と
思
へ
ど
、
か
ひ
な
く
な
む
。
な
ほ

お
ぼ
し
め
し
立
て
」
と
あ
れ
ど
、
い
と
つ
つ
ま
し
う
て
（
中
略
）
う
ち
な
が
め
て
の
み
明
か
し
暮
ら
す
。
（
「
和
泉
』
七
二
～
七
三
）

こ
れ
も
．
昨
日
と
昨
日
」
と
あ
り
、
場
所
も
異
な
る
よ
う
な
の
で
、
「
御
い
と
こ
の
三
位
の
家
」
で
の
「
四
十
五
日
の
忌
た
が
へ
」

（
六
七
）
で
は
な
く
、
二
日
間
の
「
所
避
り
た
る
物
忌
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
間
会
え
な
い
の
で
は
な
く
、
物
忌
を
破
る
の
で
は
な

い
が
、
女
を
迎
え
て
、
他
者
と
の
断
絶
が
あ
る
為
に
よ
り
親
密
な
時
を
過
ご
し
て
い
る
（
こ
れ
を
方
便
と
し
て
利
用
し
た
の
が
『
源
氏
」

浮
舟
㈹
一
五
三
の
匂
宮
）
。
「
和
泉
」
で
は
、
「
方
ふ
た
が
り
」
の
場
合
も
宮
が
来
な
い
の
で
は
な
く
、
女
の
抵
抗
感
を
よ
そ
に
外
に
連
れ

出
す
こ
と
で
逢
瀬
を
可
能
に
し
て
い
る
（
三
三
、
六
七
）
。
「
蜻
蛉
」
で
は
、
【
二
二
】
で
引
用
し
た
こ
と
の
ほ
か
、
兼
家
が
来
な
い
時
に
、

物
忌
だ
か
ら
と
自
ら
を
納
得
さ
せ
た
り
、
そ
れ
が
無
い
に
も
関
わ
ら
ず
と
絶
望
し
た
り
し
て
い
た
。
加
納
重
文
氏
が
「
愛
情
の
緩
衝
を
果

た
す
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
物
忌
に
ど
う
対
処
す
る
か
が
、
各
作
品
の
中
心
と
な
る
人
間
ど
う
し
の
そ
の

時
々
の
関
係
を
反
映
し
て
い
る
。
「
枕
草
子
」
が
定
子
と
の
関
係
で
あ
る
の
も
、
当
然
で
あ
っ
た
。

な
お
、
「
枕
草
子
」
に
は
方
便
・
口
実
と
し
て
の
物
忌
も
方
違
も
見
ら
れ
な
い
。
「
落
窪
」
な
ど
は
、
姫
君
の
婚
儀
を
整
え
る
為
の
あ
こ

ぎ
に
よ
る
口
実
の
「
恥
づ
か
し
き
人
」
の
四
十
五
日
の
方
違
（
一
・
五
○
及
び
五
五
、
「
和
泉
」
六
七
、
「
栄
花
」
こ
ろ
も
の
た
ま
側
四
二
、

「
寝
覚
」
一
・
四
九
に
も
）
と
、
同
じ
く
口
実
で
あ
る
落
窪
の
君
の
物
忌
（
一
・
七
○
）
の
み
で
、
「
源
氏
」
の
宇
治
十
帖
に
継
承
さ
れ
て

側
そ
の
他
の
「
物
忌
」

「
寝
覚
」

い
ブ
Ｑ
Ｏ
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以
下
、
そ
の
他
に
「
物
忌
」
の
語
が
見
ら
れ
る
章
段
に
つ
い
て
、
ま
と
め
て
見
て
お
き
た
い
。

【
二
七
七
】
成
信
の
中
将
は
（
中
略
）
物
副
剣
討
ｕ
引
、
鶴
亀
な
ど
に
立
て
て
、
食
ふ
物
ま
づ
か
い
か
け
な
ど
す
る
物
の
名
を
、
姓
に

て
も
た
る
人
の
あ
る
が
、
異
人
の
子
に
な
り
て
、
平
な
ど
い
へ
ど
、
た
だ
そ
の
も
と
の
姓
を
、
若
き
人
々
、
言
種
に
て
笑
ふ
。

こ
れ
は
、
中
将
と
い
う
女
房
批
判
の
一
節
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
物
忌
を
熱
心
に
行
う
態
度
に
肯
定
的
で
な
い
こ
と
が

わ
か
る
（
【
一
三
三
】
参
照
）
。
前
掲
【
一
三
五
】
「
到
刈
司
刺
慰
む
も
の
」
の
中
の
「
男
な
ど
の
う
ち
猿
が
ひ
、
物
封
刎
且
司
斜
が
来
た
る

を
、
物
副
な
れ
ど
、
入
れ
っ
か
し
」
と
い
う
、
物
忌
中
の
所
在
な
さ
に
冗
談
を
よ
く
言
う
男
性
が
来
た
ら
家
の
中
に
入
れ
て
し
ま
い
た
い

と
い
う
発
言
か
ら
も
、
仕
方
な
く
篭
居
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

「
紫
式
部
」
に
は
、
「
物
副
剃
け
る
人
の
、
伺
与
判
呵
り
馴
長
か
め
る
よ
し
ど
も
、
見
え
ぬ
た
め
し
な
り
」
（
二
○
四
と
い
う
縁
起
を
か

つ
ぐ
こ
と
一
般
へ
の
批
判
が
あ
り
、
狭
義
の
物
忌
に
つ
い
て
も
、
賀
茂
の
臨
時
祭
が
天
皇
の
物
忌
中
に
な
る
の
で
そ
れ
に
備
え
て
道
長
が

「
宿
直
」
し
、
「
上
達
部
も
舞
人
の
君
達
」
も
篭
も
っ
た
夜
の
こ
と
を
、
「
夜
ひ
と
夜
、
細
殿
わ
た
り
、
い
と
も
の
さ
わ
が
し
き
け
は
ひ
し

（
妃
）

た
り
」
（
一
八
三
）
と
描
写
し
、
社
交
の
口
実
に
な
っ
て
し
ま
う
程
度
の
も
の
と
し
て
冷
や
か
に
見
て
い
る
。
「
源
氏
」
の
庚
申
の
夜
の
批

判
的
な
扱
い
に
通
じ
る
（
「
枕
草
子
」
【
九
五
一
と
は
対
照
的
）
。
ま
た
、
「
落
窪
」
（
一
・
三
五
～
三
六
）
に
「
心
お
と
り
も
ぞ
せ
さ
せ
た

ま
ふ
。
物
忌
の
姫
君
の
や
う
な
ら
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
「
物
忌
の
姫
君
」
と
い
う
物
語
が
あ
り
、
そ
れ
が
醜
女
の
物
語
と
し
て
知

ら
れ
て
い
た
ら
し
い
（
「
新
全
集
」
頭
注
）
。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、
狭
義
の
物
忌
を
含
め
、
几
帳
面
に
物
忌
み
を
す
る
態
度
は
、
当
時
の

貴
族
女
性
達
に
と
っ
て
あ
ま
り
好
ま
し
い
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
方
違
の
例
だ
が
、
「
平
中
」
で
男

が
女
を
置
い
て
行
く
時
に
「
命
憎
ｕ
割
こ
と
も
、
た
だ
詞
泪
ｑ
刺
瑚
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
（
二
五
段
・
四
九
五
）
の
と
、
後
掲
⑳
も
含

め
対
照
的
で
あ
る
。

も
う
一
例
は
、
吟
物
忌
札
を
指
す
「
物
忌
」
で
あ
る
。
物
忌
札
に
は
、
門
・
庭
中
な
ど
に
立
て
る
物
忌
簡
、
簾
な
ど
屋
内
の
境
界
に
付
け
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（
媚
）

る
物
忌
札
、
身
体
に
付
け
る
物
忌
札
の
三
種
類
が
あ
る
。
物
忌
札
に
つ
い
て
、
「
河
海
抄
」
「
貞
丈
雑
記
」
に
拠
り
忍
草
を
用
い
る
と
す
る

注
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
平
安
末
期
の
一
時
期
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
遡
ら
せ
た
り
一
般
化
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
禁
秘

（
“
）

抄
」
下
に
あ
る
よ
う
に
柳
も
し
く
は
紙
製
と
考
え
ら
れ
る
。

【
三
○
】
説
経
の
講
師
は
顔
よ
き
。
（
中
略
）
蔵
人
な
ど
、
昔
は
御
前
な
ど
い
ふ
わ
ざ
も
せ
ず
、
そ
の
年
ば
か
り
は
、
内
わ
た
り
に
影

も
見
え
ざ
り
け
る
。
今
は
さ
し
も
あ
ら
ざ
め
り
。
（
中
略
）
烏
帽
子
に
物
忌
付
け
た
る
は
、
割
３
割
割
引
田
な
れ
ど
、
功
徳
の
か
た
に

は
障
ら
ず
と
見
え
ん
、
と
に
や
。
そ
の
事
す
る
聖
と
物
語
し
、
車
立
つ
る
こ
と
な
ど
を
さ
へ
ぞ
見
入
れ
、
事
に
つ
い
た
る
気
色
な
る
。

【
三
六
】
節
は
、
五
月
に
し
く
月
は
な
し
。
（
中
略
）
御
節
供
参
り
、
若
き
人
々
、
菖
蒲
の
腰
ざ
し
、
物
割
付
け
な
ど
し
て
、
（
後
略
）

【
八
八
一
内
は
、
五
節
の
こ
ろ
こ
そ
、
す
ず
ろ
に
、
た
だ
な
く
て
見
ゆ
る
人
も
を
か
し
う
お
ぼ
ゆ
れ
。
主
殿
司
な
ど
の
、
色
々
の
裂
を
、

物
忌
の
や
う
に
て
、
銀
子
に
付
け
た
る
な
ど
も
、
め
づ
ら
し
う
見
ゆ
。
（
後
略
）

こ
れ
ら
の
う
ち
、
【
三
六
】
【
八
八
】
は
神
事
（
右
の
他
に
賀
茂
祭
・
田
楽
・
石
清
水
臨
時
祭
等
）
に
お
け
る
斎
戒
の
為
の
物
忌
札
で
あ

り
、
陰
陽
道
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
両
段
は
「
堤
中
納
言
」
「
童
の
、
相
、
袴
清
げ
に
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
物
副
剖
劃
付
け
、
化
粧
し

て
」
（
ほ
ど
ほ
ど
の
懸
想
・
四
二
三
）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
「
源
氏
」
（
浮
舟
⑥
一
二
九
）
や
次
の
⑳
は
簾
や
柱
に
付
け
る
動
か
な
い
物

忌
札
で
あ
る
が
、
【
三
○
】
は
身
体
に
付
け
た
札
で
あ
り
、
本
人
は
動
き
回
っ
て
い
る
。
お
よ
そ
籠
居
と
は
無
縁
で
あ
る
。

⑳
か
く
の
み
憂
く
お
ぼ
ゆ
る
身
な
れ
ば
、
こ
の
命
を
ゆ
め
ば
か
り
僧
ｕ
洲
剖
切
調
お
ぼ
ゆ
る
、
こ
の
物
副
劃
剖
は
柑
口
制
ｕ
到
刷
て
な
ど

見
ゆ
る
こ
そ
、
こ
と
し
も
惜
し
か
ら
ん
身
の
や
う
な
り
け
れ
。
（
『
蜻
蛉
」
下
．
二
九
七
・
天
禄
三
年
三
月
二
十
日
）

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
ま
ず
第
一
に
『
枕
草
子
」
に
は
陰
陽
道
に
関
す
る
事
柄
が
少
な
い
こ
と
が
特
徴
と
し

四
、
ま
と
め
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次
に
、
絶
対
数
が
少
な
い
こ
と
に
関
わ
る
が
、
「
枕
草
子
」
に
は
、
官
人
の
陰
陽
師
は
固
有
名
詞
が
見
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
ほ
と
ん

ど
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「
源
氏
」
が
こ
だ
わ
っ
た
律
令
官
名
の
「
暦
博
士
」
も
見
え
な
い
。

そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
実
際
、
定
子
の
行
啓
日
時
等
を
勘
申
す
る
場
に
立
ち
会
う
こ
と
は
無
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
（
道
長

ら
男
性
の
言
動
を
描
く
「
栄
花
」
と
は
見
え
る
範
囲
が
異
な
る
）
、
定
子
の
出
産
や
物
怪
、
病
気
に
つ
い
て
は
、
⑧
な
ど
の
よ
う
に
身
近

で
占
い
や
祓
な
ど
を
行
う
の
見
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
枕
草
子
」
は
定
子
の
出
産
（
産
死
し
た
こ
と
か
ら
慶
事
と
は
い
え
な
い
）
や

病
気
、
物
怪
な
ど
、
陰
陽
師
の
活
躍
の
場
で
あ
る
定
子
の
危
機
そ
の
も
の
を
一
切
記
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
出
番
が
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た
実
際
、
道
隆
が
兼
家
や
道
長
・
頼
通
ほ
ど
に
は
禁
忌
を
重
視
し
陰
陽
師
を
重
用
・
信
頼
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

更
に
、
実
際
、
祓
な
ど
限
ら
れ
た
場
面
で
は
個
人
的
に
も
陰
陽
師
に
身
近
に
接
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
全
く
記
さ
れ
て
い
な
い
医
師
ほ
ど

で
は
な
い
に
し
て
も
、
験
者
や
法
師
の
身
近
さ
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
記
事
の
多
寡
に
も
反
映
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ま
だ
次
の
よ
う
に
験
者
並
み
に
摂
関
家
や
上
流
貴
族
以
外
で
も
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

⑳
「
こ
れ
を
ば
恩
酬
銅
剃
た
ま
ひ
ぬ
く
き
こ
と
を
の
み
、
か
し
こ
に
は
し
は
べ
る
な
る
に
、
お
は
し
た
れ
ば
、
御
顔
の
か
く
な
り
に
た

性
が
伺
え
る
。

て
挙
げ
ら
れ
る
。
仏
教
関
係
の
記
事
の
多
さ
、
多
様
さ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
先
行
作
品
を
見
る
と
、
「
蜻
蛉
」
は
物
忌
・
方
違
の
例
が

ほ
と
ん
ど
だ
が
、
絶
対
数
が
多
い
。
「
宇
津
保
」
は
種
類
・
内
容
共
に
豊
富
で
あ
る
。
な
お
、
管
見
で
は
「
竹
取
物
語
」
「
土
佐
日
記
」
に

見
え
ず
、
「
伊
勢
」
「
大
和
」
「
平
中
」
「
落
窪
」
、
ま
た
「
枕
草
子
」
以
後
の
『
紫
式
部
」
「
更
級
」
「
堤
中
納
言
」
は
、
本
稿
で
言
及
し
た

も
の
以
外
に
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
「
栄
花
」
は
、
「
枕
草
子
」
と
重
な
る
時
代
・
人
物
を
描
く
部
分
を
含
め
て
、
陰
陽
道
に
関
す
る

記
述
が
多
く
、
「
源
氏
」
以
上
で
あ
る
。
描
写
が
具
体
的
な
点
は
「
字
津
保
」
に
似
て
お
り
、
陰
陽
道
の
禁
忌
（
吉
日
を
含
む
）
や
陰
陽

師
重
視
の
態
度
は
「
寝
覚
」
と
同
様
で
あ
る
。
但
し
、
殿
上
の
花
見
以
下
の
続
篇
は
難
波
の
祓
や
凶
夢
程
度
で
、
「
枕
草
子
」
と
の
共
通
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る
」
と
て
、
陶
鬮
師
側
訓
割
鬮
馴
ほ
ど
に
、
涙
の
落
ち
か
か
り
た
る
と
こ
ろ
の
、
例
の
肌
に
な
り
た
る
を
見
て
、
乳
母
、
紙
お
し
も
み

て
拭
へ
ぱ
、
例
の
肌
に
な
り
た
り
。

（
『
堤
中
納
言
』
は
い
ず
み
・
四
九
八
）

但
し
、
「
枕
草
子
」
に
は
、
陰
陽
師
に
従
う
小
童
部
や
、
法
師
陰
陽
師
、
更
に
は
式
神
も
含
め
、
陰
陽
師
の
周
辺
に
い
る
も
の
は
一
例

ず
つ
だ
が
確
実
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
『
今
昔
」
や
「
宇
治
拾
遺
」
な
ど
の
説
話
集
に
は
散
見
す
る
が
、
「
宇
津
保
」
を

含
め
仮
名
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
確
か
に
当
時
の
言
葉
・
風
俗
と
し
て
あ
っ
て
も
、
何
か
の
理
由
で
文
学
作
品
に
取
り
上
げ
ら
れ
な

い
も
の
が
、
「
枕
草
子
」
に
よ
っ
て
垣
間
見
え
る
例
の
一
つ
で
あ
る
（
例
え
ば
「
す
ば
る
（
昴
こ
と
い
う
和
名
も
他
は
「
和
名
抄
」
の
み
）
・

ま
た
、
「
呪
誼
」
の
明
記
も
珍
し
い
。
こ
れ
も
一
例
だ
け
だ
が
、
史
実
を
考
慮
す
る
と
、
記
し
た
こ
と
に
重
み
が
あ
る
。

物
忌
・
方
違
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
「
枕
草
子
」
で
は
風
俗
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
様
子
が
見
え
る
。
口
実
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
呪
誼
は
祓
、
凶
会
日
は
知
ら
れ
な
い
点
を
取
り
上
げ
、
物
忌
札
を
付
け
て
外
出
す
る
人
を
描
き
、
物
忌
中
は
退

屈
だ
と
言
い
、
物
忌
を
悪
口
に
使
う
な
ど
、
禁
忌
意
識
は
薄
い
。
数
少
な
い
禁
忌
も
、
遵
守
の
方
向
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
記
事
が
連
続
し
て
出
て
く
る
の
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
一
連
の
も
の
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
陰
陽
道

も
執
筆
時
（
あ
る
い
は
編
纂
時
）
の
連
想
の
糸
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

（
妬
）

誰
の
も
の
か
わ
か
る
物
忌
は
、
村
上
天
皇
一
例
、
一
条
天
皇
四
例
、
伊
周
一
例
、
繁
子
一
例
、
清
少
納
言
一
例
（
随
想
・
類
聚
は
除
く
）

で
、
実
際
多
か
っ
た
は
ず
の
定
子
の
物
忌
は
一
例
も
無
い
。
不
幸
を
描
か
な
い
の
で
禁
忌
に
も
当
然
言
及
し
な
い
わ
け
で
あ
る
が
（
朝
所

へ
の
方
違
の
み
）
、
伊
周
や
清
少
納
言
の
物
忌
は
定
子
と
の
心
の
つ
な
が
り
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
「
蜻
蛉
」
や
「
和
泉
」
と
愛
情

の
種
類
は
異
な
る
が
、
表
現
方
法
は
同
じ
だ
と
い
え
る
。

お
わ
り
に
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幸
い
で
あ
る
。

陰
陽
五
行
思
想
を
指
標
に
す
べ
て
を
含
め
る
の
で
は
な
く
、
陰
陽
道
を
限
定
し
て
考
え
た
ほ
う
が
、
陰
陽
道
と
各
作
品
と
の
関
係
を
捉

え
や
す
い
と
い
う
こ
と
を
冒
頭
で
述
べ
た
。
『
枕
草
子
」
は
、
そ
の
範
囲
内
の
事
柄
は
あ
ま
り
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
「
枕
草

子
」
の
場
合
は
、
陰
陽
の
調
和
や
、
四
季
、
歳
時
、
年
中
行
事
（
特
に
五
節
供
）
な
ど
の
記
述
が
多
く
、
本
来
の
陰
陽
五
行
思
想
と
の
関

（
妬
）

係
に
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
学
の
成
果
に
学
び
つ
つ
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

「
枕
草
子
』
の
陰
陽
道
関
係
の
記
述
を
概
観
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
為
に
、
各
章
段
（
特
に
日
記
的
章
段
）
の
読
み
が
不
十
分
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
各
用
例
も
「
枕
草
子
」
以
外
も
含
め
、
見
落
と
し
が
多
い
こ
と
と
思
う
。
内
容
と
共
に
ご
教
示
い
た
だ
け
た
ら

〔
注
〕

（
１
）
例
え
ば
、
川
口
久
雄
氏
「
平
安
文
学
と
陰
陽
師
・
医
師
ｌ
今
昔
物
語
集
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
颪
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
９
１
６
、
一
九
四
一

年
九
月
）
が
あ
り
、
「
字
津
保
」
「
栄
花
」
の
例
も
取
り
上
げ
、
医
道
が
陰
陽
道
よ
り
も
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
陰
陽
道
は
仏
道
の
優
位

に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
「
当
時
名
医
」
と
言
わ
れ
、
「
医
術
」
に
長
け
、
「
医
道
」
を
代
表
す
る
人
物
も
い

た
（
「
権
記
」
長
徳
四
年
八
月
二
十
七
日
条
）
。

（
２
）
重
松
信
弘
氏
「
源
氏
物
語
の
思
想
」
（
風
間
書
房
、
一
九
七
一
年
）
、
村
山
修
一
氏
「
源
氏
物
語
と
陰
陽
道
・
宿
曜
道
」
（
「
源
氏
物
語
講
座
第
五

巻
」
有
精
堂
、
一
九
七
一
年
）
、
藤
本
勝
義
氏
「
源
氏
物
語
の
想
像
力
ｌ
史
実
と
虚
構
ｌ
」
（
笠
間
書
院
、
一
九
九
四
年
Ｊ
加
納
重
文
氏
「
平
安

時
代
の
「
物
忌
」
に
つ
い
て
」
（
「
古
代
文
化
」
路
ｌ
皿
、
一
九
七
一
年
一
二
月
）
、
同
氏
「
方
忌
考
」
（
「
秋
田
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
」
羽
、
一
九

七
三
年
二
月
）
、
同
氏
「
方
違
考
」
（
『
中
古
文
学
」
別
、
一
九
七
九
年
九
月
）
、
李
一
淑
氏
ヨ
蜻
蛉
日
記
」
の
物
忌
記
事
の
一
考
察
Ｉ
付
・
平
安
中

期
の
物
忌
の
諸
相
」
（
「
国
文
」
刃
、
一
九
九
三
年
七
月
）
、
同
氏
「
四
十
五
日
忌
に
関
す
る
一
考
察
ｌ
「
蜻
蛉
日
記
」
の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

（
「
人
間
文
化
研
究
年
報
」
Ⅳ
、
一
九
九
四
年
三
月
）
。
李
氏
が
指
摘
さ
れ
た
「
蜻
蛉
」
「
和
泉
」
の
注
釈
の
誤
り
の
箇
所
を
、
注
釈
書
類
で
は
取
り
入

含
人
間
文
化
研
究
年
報
」

れ
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
３
）
拙
稿
「
源
氏
物
語
の
砦

拙
稿
「
源
氏
物
語
の
道
教
・
陰
陽
道
・
宿
曜
道
」
含
源
氏
物
語
研
究
集
成
第
六
巻
源
氏
物
語
の
思
想
」
、
風
間
書
房
、
二
○
○
一
年
六
月
）
。
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（
７
）
頭
注
に
「
こ
の
よ
う
に
よ
い
日
だ
と
い
っ
て
出
か
け
た
の
に
、
以
下
の
よ
う
な
不
運
に
あ
う
と
こ
ろ
に
も
作
者
の
皮
肉
が
見
え
る
。
」
と
あ
る
。
③

の
「
栄
花
」
も
、
こ
の
あ
と
に
親
王
（
母
は
芳
子
）
の
暗
愚
が
露
呈
す
る
場
面
が
あ
り
、
同
様
で
あ
る
。

（
８
）
注
（
５
）
に
挙
げ
た
陰
陽
書
に
は
、
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。
「
暦
林
問
答
集
」
釈
凶
会
第
四
十
四
に
「
無
大
歳
之
二
字
者
、
陰
陽
書
云
、

『
皆
云
凶
封
、
或
二
字
、
或
四
字
」
」
と
あ
り
、
中
国
の
「
新
撰
陰
陽
書
」
が
出
典
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
９
）
桃
裕
行
氏
「
桃
裕
行
著
作
集
７
暦
法
の
研
究
〔
上
こ
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
○
年
）
二
二
～
二
四
頁
。

（
岨
）
藤
本
勝
義
氏
「
紫
式
部
の
見
た
暦
Ｉ
長
徳
二
年
具
注
暦
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
舎
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
別
、
一
九
九
六
年
一
二
月
）
。

（
６
）
本
文
は
、
「
枕
草
子

物
語
全
」
、
和
歌
は

巻
数
で
あ
る
。
ま
た
、

他
の
史
料
は
「
新
訂
壁

す
べ
て
筆
者
に
拠
る
。

（
７
）
頭
注
に
「
こ
の
よ
雲

の
「
栄
花
」
も
、
こ
（

（
８
）
注
（
５
）
に
挙
げ
《

（
４
）
山
下
克
明
氏
「
陰
陽
道
と
文
芸
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
Ｗ
ｌ
Ｅ
、
一
九
九
二
年
二
月
）
。
よ
り
詳
し
く
は
、
同
氏
の
「
平
安
時
代
の
宗
教
文

化
と
陰
陽
道
」
（
岩
田
書
店
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
注
（
３
）
拙
稿
に
本
書
の
関
係
箇
所
の
要
約
を
載
せ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
別
１
７
（
一
九
五
五
年
七
月
）
の
堀
内
秀
晃
氏
「
思
想
的
背
景
と
し
て
の
陰
陽
道
」
も
、
陰
陽
道
を
中
国
伝
来
の
も
の
と
し

定
義
は
広
い
が
、
要
点
が
示
さ
れ
有
益
で
あ
る
。

（
５
）
陰
陽
師
賀
茂
家
栄
（
一
○
六
六
～
二
三
六
）
撰
「
陰
陽
雑
書
」
や
、
安
倍
泰
忠
が
元
暦
元
年
（
二
八
四
）
九
月
に
書
写
し
た
「
陰
陽
略
書
」

を
参
照
す
べ
き
だ
ろ
う
。
専
門
家
の
著
作
で
あ
り
、
時
代
的
に
も
近
い
。
前
者
に
は
例
も
示
さ
れ
（
第
八
、
著
座
吉
日
は
師
輔
・
兼
家
・
道
長
・
頼

通
・
師
実
）
、
摂
関
以
外
で
は
実
資
の
例
も
あ
る
が
、
凶
の
例
も
含
め
道
隆
・
伊
周
は
見
え
な
い
。
な
お
①
の
「
蜻
蛉
」
の
養
女
迎
え
の
日
の
天
禄
三

年
二
月
十
九
日
庚
辰
は
、
両
書
共
に
移
徒
吉
日
と
し
、
「
白
虎
脇
日
」
の
吉
日
で
も
あ
る
。
増
山
恵
美
子
氏
ヨ
拾
芥
抄
」
に
見
え
る
嫁
姿
吉
日
の
顕

証
」
（
「
麗
麦
』
８
、
一
九
九
八
年
九
月
）
は
、
天
慶
三
年
か
ら
保
元
三
年
の
実
例
を
検
証
し
、
伊
藤
博
氏
ヨ
和
泉
式
部
日
記
』
「
十
二
月
十
八
日
」

考
」
（
「
大
妻
国
文
」
別
、
二
○
○
○
年
三
月
）
は
、
宮
邸
入
り
の
日
が
出
行
・
嫁
嬰
・
移
徒
等
に
忌
む
べ
き
道
虚
日
（
ど
う
こ
に
ち
）
で
あ
っ
た
こ

と
や
、
「
土
佐
』
「
蜻
蛉
」
「
紫
式
部
」
「
更
級
」
「
讃
岐
典
侍
」
「
十
六
夜
日
記
」
に
見
ら
れ
る
出
行
等
で
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
吉
日
が
選
ば
れ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
藤
本
勝
義
氏
「
紫
式
部
の
越
前
下
向
・
再
論
ｌ
長
徳
二
年
六
月
五
日
出
発
ｌ
」
（
伊
井
春
樹
氏
他
編
「
源
氏
物
語
と
古
代

世
界
」
一
九
九
七
年
、
新
典
社
）
は
、
『
小
右
記
」
「
権
記
」
の
国
司
下
向
の
日
が
ほ
ぼ
す
べ
て
出
行
吉
日
に
当
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
６
）
本
文
は
、
「
枕
草
子
」
は
「
和
泉
古
典
叢
書
」
（
章
段
番
号
も
、
能
因
本
は
小
学
館
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
）
、
「
宇
津
保
」
は
お
う
ふ
う
「
う
つ
ほ

物
語
全
」
、
和
歌
は
「
新
編
国
歌
大
観
」
に
、
そ
の
他
は
す
べ
て
小
学
館
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
拠
り
、
頁
数
を
示
し
た
。
括
弧
数
字
は

巻
数
で
あ
る
。
ま
た
、
「
口
遊
」
は
勉
誠
社
「
口
遊
注
解
」
、
「
権
記
」
は
「
史
料
纂
集
」
、
「
小
右
記
」
「
御
堂
関
白
記
」
は
「
大
日
本
古
記
録
」
、
そ
の

他
の
史
料
は
「
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
、
各
陰
陽
書
は
中
村
璋
八
氏
「
日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
」
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
五
年
）
に
拠
っ
た
。
傍
線
は
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毎
年
七
十
九
日
す
べ
て
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
干
支
が
全
く
な
い
月
（
暦
月
）
も
あ
り
、
長
徳
二
年
は
一
年
間
に
三
十
八
日
で
あ
っ
た
と
い
う
。

（
ｕ
）
藤
本
勝
義
氏
「
藤
原
道
長
と
陰
陽
道
信
仰
Ｉ
帰
忌
日
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
中
古
文
学
論
孜
」
岨
、
一
九
九
八
年
一
二
月
）
は
、
「
不
可
遠
行
・

帰
家
」
の
「
帰
忌
日
（
き
こ
に
ち
こ
に
道
長
が
い
か
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
か
を
、
『
御
堂
関
白
記
一
の
記
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
道
長
が
天
皇
の
衰
日
を
気
に
す
る
様
子
が
、
「
権
記
」
長
徳
三
年
十
二
月
十
三
日
条
や
長
保
二
年
八
月
三
日
条
に
見
え
る
。
一
方
道
隆
は
、
同
衰

日
に
上
表
し
て
い
る
会
解
環
」
が
「
園
太
暦
』
貞
和
六
年
三
月
十
八
日
条
所
引
の
長
徳
元
年
二
月
二
十
六
日
の
例
を
指
摘
）
。

（
胆
）
「
解
環
」
の
説
に
従
い
、
長
保
二
年
正
月
四
日
の
こ
と
と
考
え
る
。
拙
稿
「
枕
草
子
日
記
的
章
段
に
お
け
る
表
現
の
一
方
法
ｌ
「
が
う
な
」
の
段

の
「
笑
ひ
」
を
中
心
に
ｌ
」
含
国
文
論
叢
」
焔
、
一
九
八
八
年
三
月
）
。

（
Ｂ
）
注
（
２
）
の
加
納
氏
の
方
忌
・
方
違
に
関
す
る
論
文
。
平
安
中
期
に
実
生
活
に
浸
透
し
て
い
る
の
は
、
「
大
将
軍
」
「
天
一
神
」
「
太
白
神
」
、
特
に

後
二
者
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
加
納
氏
に
は
、
「
藤
原
道
長
の
禁
忌
生
活
」
（
村
井
康
彦
氏
編
「
公
家
と
武
家
そ
の
比
較
文
明
史
的
考
察
Ｉ
公

家
と
武
家
の
諸
相
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。

（
必
）
増
田
繁
夫
氏
「
節
分
・
節
分
方
違
」
二
日
本
古
典
評
釈
・
全
注
釈
叢
書
月
報
釦
枕
冊
子
全
注
釈
四
」
一
九
八
三
年
三
月
）
・

（
咽
）
古
川
騏
一
郎
氏
他
編
「
日
本
暦
日
総
覧
具
注
暦
篇
古
代
後
期
１
」
（
本
の
友
社
、
一
九
九
二
年
）
に
拠
る
。

（
略
）
但
し
、
注
（
５
）
に
挙
げ
た
陰
陽
書
が
両
書
共
に
移
徒
の
各
月
の
忌
日
と
し
て
「
二
月
午
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
う
と
当
初
予
定
さ
れ
て

（
必
）
増
田
繁
夫
氏
「
節
分
・
節
分
方
《
｜

（
咽
）
古
川
騏
一
郎
氏
他
編
「
日
本
暦
［

（
略
）
但
し
、
注
（
５
）
に
挙
げ
た
陰
電

い
た
十
一
日
も
不
吉
の
日
と
な
る
。

（
Ⅳ
）
記
録
や
「
枕
草
子
」
に
見
ら
れ
｝

（
肥
）
大
祓
に
つ
い
て
、
文
武
百
官
の
男
女
が
参
加
す
る
朱
雀
門
前
で
の
大
祓
の
み
を
示
し
て
い
る
注
が
多
い
が
、
定
子
退
出
に
関
わ
る
の
は
、
そ
の
前

に
行
わ
れ
る
内
裏
で
の
天
皇
の
為
の
祓
行
事
の
ほ
う
で
あ
る
。
中
臣
が
大
麻
（
お
お
ぬ
さ
）
を
奉
っ
て
祓
を
し
、
東
西
の
文
部
が
祓
刀
を
奉
っ
て
祓

い
、
道
教
系
の
祓
詞
を
漢
音
で
読
む
。
官
人
の
祓
の
ほ
う
は
、
中
臣
が
祓
詞
（
大
祓
詞
）
を
宣
下
し
、
占
部
が
大
麻
で
祓
を
し
た
。
平
安
中
期
か
ら
、

個
人
の
邸
宅
や
河
頭
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
「
六
月
祓
」
は
、
陰
陽
師
に
よ
る
。
大
祓
詞
を
改
め
た
中
臣
祓
（
Ⅱ

中
臣
祭
文
）
を
、
他
の
祓
と
同
様
に
用
い
る
。
岡
田
荘
司
氏
「
「
祓
（
は
ら
い
）
」
の
系
譜
」
二
佛
教
文
化
」
別
、
一
九
九
五
年
一
二
月
）
等
参
照
。

（
Ⅳ
）
記
録
や
「
枕
草
子
」
に
見
ら
れ
る
定
子
の
行
啓
（
移
徒
と
見
る
べ
き
か
）
の
日
の
う
ち
、
吉
日
で
な
い
も
の
は
、
他
に
正
暦
五
年
二
月
十
三
日
乙

未
の
士
御
門
第
へ
（
前
日
の
甲
午
は
吉
日
）
、
長
徳
元
年
七
月
七
日
辛
亥
の
内
裏
へ
（
前
日
庚
戌
は
吉
、
【
一
五
六
】
は
八
日
の
壬
子
と
す
る
Ｊ
長
保

元
年
正
月
三
日
丁
巳
の
職
御
曹
司
か
ら
内
裏
へ
（
前
日
丙
辰
は
吉
）
、
同
二
年
八
月
八
日
壬
子
の
内
裏
へ
（
壬
子
は
出
行
の
大
忌
）
の
移
御
に
限
ら
れ
、

他
の
十
四
例
は
吉
日
に
該
当
す
る
。
但
し
、
行
啓
に
限
ら
ず
、
定
子
に
関
わ
る
こ
と
で
日
次
を
勘
え
る
行
為
を
記
し
た
も
の
は
、
生
前
に
は
見
当
ら

●
な
い
○
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「
祭
文
」
は
一
二
八
五
】
に
見
え
る
。

（
岨
）
拙
稿
「
忘
れ
草
孜
」
（
藤
岡
忠
美
氏
編
「
古
今
和
歌
集
連
環
」
、
一
九
八
九
年
、
和
泉
書
院
）
及
び
「
〈
漢
風
暗
黒
時
代
〉
の
中
で
」
（
『
叢
書
想
像
す

る
平
安
文
学
第
１
巻
〈
平
安
文
学
〉
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
一
九
九
九
年
、
勉
誠
出
版
）
で
も
ふ
れ
た
。

（
別
）
拙
稿
「
平
安
時
代
の
吉
方
詣
考
」
（
「
古
代
文
化
」
“
１
５
、
一
九
九
三
年
三
月
）
、
同
「
八
卦
法
管
見
」
（
「
文
化
学
年
報
」
皿
、
一
九
九
三
年
三
月
）
、

同
「
院
政
期
の
出
産
・
通
過
儀
礼
と
八
卦
」
二
風
俗
」
胡
１
２
、
一
九
九
三
年
一
○
月
）
参
照
。

（
別
）
「
土
佐
日
記
」
承
平
四
年
十
二
月
二
十
九
日
条
に
、
土
佐
国
の
医
師
と
屠
蘇
・
白
散
の
こ
と
が
見
え
る
。
北
山
円
正
氏
ヨ
土
佐
日
記
」
の
正
月
行

事
１
１
「
屠
蘇
・
白
散
」
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
神
女
大
国
文
」
５
、
一
九
九
四
年
三
月
）
参
照
。

（
班
）
注
（
１
）
の
川
口
氏
の
論
文
参
照
。
仮
名
散
文
で
は
他
に
「
落
窪
」
の
典
薬
助
の
描
写
が
知
ら
れ
る
。

（
羽
）
注
（
２
）
の
藤
本
氏
著
書
の
二
八
七
～
二
八
八
頁
。
道
長
の
陰
陽
師
に
対
す
る
信
頼
を
含
め
た
陰
陽
道
信
仰
に
つ
い
て
は
、
村
山
修
一
氏
「
道
長

の
陰
陽
道
信
仰
」
二
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』
塙
書
房
、
一
九
八
一
年
）
や
、
山
中
裕
氏
「
平
安
貴
族
と
陰
陽
道
ｌ
と
く
に
藤
原
道
長
を
中
心
と
し

て
ｌ
」
（
「
神
道
大
系
月
報
師
陰
陽
道
」
一
九
八
七
年
七
月
）
及
び
注
（
Ｂ
）
の
加
納
氏
の
論
文
で
概
観
で
き
る
。

（
型
藤
本
孝
一
氏
「
藤
原
伊
周
呪
誼
事
件
に
つ
い
て
ｌ
宿
曜
師
利
原
を
中
心
に
ｌ
」
二
風
俗
』
灼
１
１
、
一
九
八
○
年
六
月
）
で
は
、
宿
曜
師
利

原
が
伊
周
の
為
に
道
長
の
運
命
を
占
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
伊
周
は
法
琳
寺
の
僧
に
太
元
帥
法
を
行
わ
せ
て
呪
誼
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
路
）
【
五
一
の
門
、
【
六
】
の
島
流
し
、
【
二
九
八
】
の
火
事
等
々
・
注
（
ｕ
）
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
恥
）
祓
な
ど
の
陰
陽
道
の
呪
術
祭
祀
に
用
い
ら
れ
る
「
撫
物
」
は
、
個
人
の
身
近
な
も
の
で
、
「
人
形
」
と
は
異
な
り
返
さ
れ
る
。
衣
や
鏡
が
代
表
的
で

あ
る
が
、
一
三
○
○
年
頃
に
は
櫛
も
用
い
ら
れ
て
い
た
（
主
に
着
帯
に
関
わ
る
）
。
こ
れ
と
の
関
係
は
未
詳
で
あ
る
。
田
畑
衣
理
氏
「
中
世
の
祭
祀
に

ヒ
ト
ガ
タ

お
け
る
「
人
形
」
の
用
法
と
分
類
」
（
「
歴
史
民
俗
資
料
学
研
究
」
６
、
二
○
○
一
年
三
月
）
参
照
。
「
祓
の
具
」
に
つ
い
て
詳
し
い
。

（
〃
）
増
田
繁
夫
氏
校
注
「
私
家
集
注
釈
叢
刊
７
能
宣
集
注
釈
」
（
貴
重
本
刊
行
会
、
一
九
九
五
年
）
の
注
に
詳
し
い
。
「
法
師
陰
陽
師
」
や
「
尾
張
法

師
」
（
「
字
津
保
」
国
讓
・
下
に
も
）
は
、
「
卯
杖
ほ
が
ひ
」
を
述
べ
る
【
七
五
】
【
一
五
二
の
「
卯
杖
の
法
師
」
や
、
後
世
の
「
千
秋
万
歳
」
等
と

関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
（
い
ず
れ
も
僧
形
で
現
世
利
益
の
呪
術
祈
祷
師
）
。
ま
た
林
淳
氏
は
「
陰
陽
道
と
仏
教
」
（
『
日
本
の
仏
教
第
Ⅱ
期
・
第
１

巻
仏
教
と
出
会
っ
た
日
本
」
法
蔵
館
、
一
九
九
八
年
）
で
、
下
級
僧
侶
で
あ
る
法
師
陰
陽
師
の
こ
と
を
、
弓
社
会
的
に
認
知
」
さ
れ
る
「
陰
陽
師
」
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
な
お
、
注
（
３
）
の
拙
稿
で
、
「
陰
陽
道
僧
都
慶
増
」
含
江
談
抄
一
三
’
四
○
）
に
Ｉ
の
⑤
「
民
間
の
陰
陽
師
」
の
中
で
言
及
し

た
の
は
不
適
切
で
あ
っ
た
。
彼
は
活
動
内
容
が
陰
陽
師
と
重
な
る
宿
曜
師
で
あ
り
（
「
二
中
歴
』
十
三
）
、
台
密
の
高
僧
で
あ
る
。

（
邪
）
具
体
的
な
占
い
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
小
坂
眞
二
氏
が
「
六
壬
式
占
の
所
主
推
断
法
・
指
期
法
・
指
年
法
」
（
「
古
代
文
化
」
銘
１
７
～
９
、
一
九
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八
六
年
）
、
「
物
忌
と
陰
陽
道
の
六
壬
式
占
」
（
「
後
期
摂
関
時
代
史
の
研
究
」
一
九
九
○
年
）
、
「
式
占
」
二
別
冊
太
陽
占
い
と
ま
じ
な
い
」
一
九
九

一
年
五
月
）
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏
は
「
自
筆
本
「
御
堂
関
白
記
』
の
物
忌
注
記
に
つ
い
て
」
（
「
東
洋
研
究
」
一
二
七
、
一
九
九
八
年
一

月
）
で
、
当
時
は
、
「
病
事
の
年
当
」
つ
ま
り
、
怪
異
が
病
気
の
予
兆
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
予
防
の
為
に
籠
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
年
回
り
（
十
二
支
で
示
さ
れ
る
）
に
当
た
っ
て
い
る
場
合
が
、
「
最
も
重
い
慎
み
と
意
識
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
二
寝
覚
」

巻
一
や
『
大
鏡
」
巻
五
の
例
が
あ
る
）
。
式
占
を
含
む
多
様
な
占
い
に
つ
い
て
は
、
加
納
重
文
氏
「
平
安
時
代
の
卜
占
」
（
「
京
都
女
子
学
園
仏
教
文
化

研
究
所
研
究
紀
要
」
Ｍ
、
一
九
八
四
年
三
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
羽
）
繁
田
信
一
氏
「
平
安
中
期
貴
族
社
会
に
お
け
る
陰
陽
師
ｌ
と
く
に
病
気
を
め
ぐ
る
活
動
に
つ
い
て
ｌ
」
（
印
度
学
宗
教
学
会
編
「
論
集
」
岨
、

一
九
九
一
年
一
二
月
）
。
祓
・
祭
・
反
閑
に
よ
る
「
治
療
・
予
防
」
の
役
割
に
つ
い
て
も
詳
し
い
。
用
例
⑪
⑱
⑲
参
照
。
但
し
、
「
も
の
の
け
」
や

「
崇
」
の
語
を
病
気
の
原
因
と
な
る
す
べ
て
の
モ
ノ
に
対
し
て
用
い
て
い
る
点
は
い
か
が
か
。

（
釦
）
注
（
４
）
の
山
下
氏
著
書
の
四
一
～
四
五
頁
、
二
瓶
陽
子
氏
「
安
倍
晴
明
謹
に
関
す
る
一
考
察
」
（
「
日
本
文
学
ノ
ー
ト
」
別
、
一
九
九
九
年
一
月
）
。

二
瓶
氏
は
、
晴
明
伝
説
成
立
の
要
因
と
し
て
、
式
神
と
の
結
び
つ
き
を
重
視
さ
れ
る
。
注
（
訂
）
の
鈴
木
氏
の
論
と
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
別
）
「
枕
草
子
」
に
は
今
昔
の
対
比
表
現
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
今
を
よ
し
と
す
る
の
は
【
二
○
一
末
尾
の
一
例
の
み
で
あ
る
。
昔
を
羨
む
よ
う
で

い
て
現
状
へ
の
満
足
感
が
語
ら
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
枕
草
子
に
お
け
る
今
昔
の
対
比
表
現
に
関
す
る
一
考
察
」
（
「
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
」
別
、
一
九

（
邪
）
例
え
ば
、
「
小
右
記
」
正
暦
元
年
十
月
五
日
条
の
よ
う
に
、
予
想
さ
れ
る
災
厄
が
「
口
舌
」
の
場
合
は
軽
い
物
忌
で
あ
り
、
外
出
し
て
も
よ
か
っ
た
。

・
え
歩
』

覆
推
（
再
度
占
う
こ
と
）
の
結
果
、
兄
弟
の
両
日
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
一
日
の
軽
重
が
、
当
初
の
占
い
と
逆
に
な
る
場
合
も
、
程
度
が
異
な
る
場
合

も
、
変
わ
ら
な
い
場
合
も
あ
っ
た
。
注
（
羽
）
の
小
坂
氏
論
文
、
注
（
銘
）
の
廣
田
氏
論
文
、
鈴
木
一
馨
氏
「
物
忌
の
軽
重
に
つ
い
て
」
（
渡
辺
直
彦

氏
編
「
古
代
史
論
叢
」
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
四
年
）
等
参
照
。
な
お
、
他
所
で
の
物
忌
に
つ
い
て
は
、
「
御
堂
関
白
記
」
長
和
二
年
四
月
三

（
塊
）
注
（
２
）
の
加
納
氏
の
物
忌
の
論
文
。
頁
数
は
「
古
典
大
系
」
に
拠
っ
て
い
る
。

（
銘
）
廣
田
い
ず
み
氏
「
平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る
物
忌
に
つ
い
て
」
（
「
お
茶
の
水
史
学
」
釣
、
一
九
九
六
年
二
月
）
。

（
別
）
注
（
犯
）
に
同
じ
。
「
権
記
」
長
徳
四
年
三
月
四
日
条
は
、
天
皇
の
物
忌
の
為
に
候
宿
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
急
用
が
あ
り
一
旦
内
裏
を
出
て
、

「
丑
四
刻
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
「
不
能
参
上
」
に
な
っ
た
例
で
あ
る
。

（
弱
）
足
助
朋
子
氏
ヨ
紫
式
部
日
記
」
の
賀
茂
臨
時
祭
と
御
物
忌
」
（
「
国
文
鶴
見
」
別
、
一
九
九
六
年
一
二
月
）
に
、
天
皇
物
忌
中
の
賀
茂
臨
時
祭
の
例

が
豊
富
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

八
七
年
六
月
）
。
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｢枕草子」と陰陽道（中島）

日
条
を
見
る
と
、
重
い
場
合
ば
か
り
と
は
言
い
切
れ
な
い
。

（
師
）
鈴
木
一
馨
氏
「
式
神
の
起
源
に
つ
い
て
」
二
宗
教
学
論
集
」
別
、
一
九
九
八
年
四
月
）
。
同
氏
は
、
「
小
記
目
録
」
第
二
十
・
御
悩
事
・
臣
下
の
箇

所
に
「
同
年
同
月
（
長
保
二
年
五
月
）
八
日
、
詞
闘
所
悩
剴
捌
所
致
云
々
事
」
と
あ
り
、
「
編
年
小
記
目
録
」
に
は
更
に
式
神
に
よ
っ
て
道
長
が
病
気

に
な
っ
た
翌
日
、
家
か
ら
厭
物
が
出
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
こ
小
右
記
」
本
文
は
欠
）
、
「
権
記
」
同
十
一
日
条
に
は
、
道
長
が
天
皇
に
病
気
の
原
因
を

「
厭
物
・
呪
誼
」
に
よ
る
と
奏
上
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
も
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
注
（
羽
）
の
繁
田
氏
の
論
文
で
も
式
神
に
言
及
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
ら
に
拠
る
と
、
「
式
神
」
は
「
呪
誼
」
と
共
に
、
「
枕
草
子
」
に
お
い
て
は
禁
句
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

（
羽
）
三
木
雅
博
氏
は
ヨ
ロ
遊
」
所
引
の
中
国
の
占
雨
調
句
と
大
江
匡
衡
の
賀
雨
詩
序
の
「
東
方
朔
之
前
言
」
ｌ
〈
平
安
貴
族
の
生
活
と
中
国
文
化
〉
素

描
・
そ
の
－
１
」
（
「
梅
花
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
」
別
、
二
○
○
○
年
一
二
月
）
で
、
「
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
こ
れ
ら
（
「
日
本
国
見
在
書
目
録
」
五

行
家
に
見
え
る
「
東
方
朔
書
』
等
、
中
島
注
）
の
占
書
の
類
は
、
現
代
の
私
た
ち
が
想
像
す
る
以
上
に
、
都
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は

地
方
の
国
衙
に
お
い
て
も
、
広
く
浸
透
し
、
ま
た
医
学
書
や
本
草
書
（
「
宇
津
保
」
蔵
開
・
上
の
「
く
す
し
ぶ
み
」
で
あ
る
、
中
島
注
）
な
ど
と
同
様

に
、
人
間
生
活
を
営
む
上
で
、
重
い
意
味
を
持
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
胡
）
記
主
の
立
場
に
拠
る
が
、
当
時
の
日
記
に
も
道
隆
の
物
忌
は
あ
ま
り
記
さ
れ
て
い
な
い
。
「
小
右
記
」
正
暦
四
年
三
月
十
四
日
条
の
「
御
物
忌
」
は

道
隆
の
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
道
隆
が
蔵
人
少
将
時
代
に
天
皇
の
物
忌
に
寵
る
為
に
帰
っ
た
こ
と
が
、
「
赤
染
衛
門
集
」
三
の
詞
書
に
見
え
る
。
な
お
、

同
じ
人
物
関
係
に
お
い
て
詠
ま
れ
た
歌
が
次
の
「
や
す
ら
は
で
」
で
あ
る
。

（
棚
）
当
段
の
定
子
と
清
少
納
言
の
や
り
と
り
は
知
識
の
テ
ス
ト
で
は
な
く
、
日
常
的
な
さ
り
げ
な
い
会
話
で
あ
る
。
雪
を
見
た
い
と
の
意
向
な
の
で
、

言
葉
で
応
じ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
動
作
で
示
す
こ
と
の
み
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
拙
稿
「
枕
草
子
「
香
炉
峯
の
雪
」
の
段
の
解
釈
を
め

ぐ
っ
て
１
１
白
詩
受
容
の
一
端
ｌ
」
（
「
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
」
妬
、
一
九
九
一
年
三
月
）
。
な
お
、
【
七
八
】
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
と
、
定
子
御

在
所
を
魔
山
に
見
立
て
た
可
能
性
は
よ
り
高
ま
る
。

（
似
）
注
（
２
）
の
藤
本
氏
著
書
の
二
六
○
頁
。

（
蛇
）
注
（
２
）
の
藤
本
氏
著
書
の
二
六
九
頁
。
同
じ
く
注
（
２
）
の
加
納
氏
の
物
忌
の
論
文
中
で
も
、
「
本
当
の
意
味
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
願
望
し

苦
悩
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
」
ら
れ
た
「
蜻
蛉
」
「
紫
式
部
』
の
作
者
達
が
、
「
単
純
に
生
命
の
保
全
行
為
と
言
っ
て
よ
い
物
忌
に
対
し
て
、
皮

肉
な
嘆
息
を
も
ら
し
て
い
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
蝿
）
小
坂
眞
二
氏
「
物
忌
・
方
違
と
陰
陽
道
の
勘
申
部
門
」
（
「
陰
陽
道
叢
書
１
古
代
」
名
著
出
版
、
一
九
九
一
年
）
。

（
“
）
拙
稿
「
忍
ぶ
草
の
物
忌
札
Ｉ
『
中
外
抄
」
「
富
家
語
」
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
語
学
文
学
」
別
、
一
九
九
六
年
三
月
）
。
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（
妬
）
一
条
天
皇
の
物
忌
は
、
「
枕
草
子
大
事
典
」
（
勉
誠
出
版
、
二
○
○
一
年
）
の
「
枕
草
子
総
合
年
表
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
今
・
明
御
物
忌
」
は
今

日
・
明
日
の
こ
と
な
の
で
、
も
う
少
し
増
え
る
。
以
下
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。
正
暦
四
年
五
Ⅳ
内
御
物
忌
（
小
右
記
陥
）
、
同
六
筋

御
物
忌
（
小
型
、
長
徳
三
年
七
肥
・
羽
御
物
忌
（
権
記
〃
）
、
同
八
岨
（
６
は
ま
ち
が
い
）
御
物
忌
（
権
）
、
同
九
９
丑
二
刻
還
御
（
権
、
小
で
は
な

い
）
、
長
徳
四
年
二
邪
御
物
忌
（
権
）
、
同
三
４
御
物
忌
（
権
３
）
、
同
三
別
道
長
（
天
皇
で
は
な
い
）
の
物
忌
（
権
）
、
長
保
元
年
七
９
御
物
忌
（
権

８
）
、
長
保
二
年
二
３
御
物
忌
（
権
２
）
、
同
二
阻
御
物
忌
（
権
）
、
同
六
田
．
Ｍ
御
物
忌
（
権
Ｂ
）
。

（
妬
）
日
向
一
雅
氏
「
枕
草
子
の
聖
代
観
の
方
法
ｌ
「
陰
陽
の
隻
理
」
の
観
念
を
媒
介
に
し
て
ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
知
１
９
、
一
九
九
三
年
九

月
）
、
高
橋
亨
氏
「
歳
時
と
類
聚
１
１
平
安
朝
か
な
文
芸
の
詩
学
に
む
け
て
ｌ
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
乃
ｌ
岨
、
一
九
九
九
年
一
○
月
）
等
。

－40－


